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CSR 重点 

活動項目 
中期目標 CSR 定量指標 目標値 

目標達成 

年度 

実績（年度） 

2016 2017 2018 

ICT の利活用による

環境への貢献 

自社の CO2排出量を削減

するとともに、ICT の利

活用によりバリューチェ

ーンを含めた社会全体の

CO2排出量削減へ貢献する 

社会の CO2排出量の削

減貢献量 

自社排出量の

10 倍以上 
2030 年度 8.9 倍 10.1 倍 10.8 倍 

事業上の環境負荷低

減 

電力効率を向上させ、事

業上の環境負荷の低減を

図る 

通信事業の電力効率 

（通信量当たりの電力

効率） 

2013 年度比で

10 倍以上 
2030 年度 2.7 倍 3.6 倍 4.5 倍 

2017 年度比で

2 倍以上※ 
2025 年 － － 1.2 倍 

国内一般車両の EV 化

率※ 

100％ 

50％ 

2030 年 

2025 年 
－ － 0.4％ 

資源の有効利用 

廃棄物の最終処分率を抑

え、資源の有効利用に努

める 

廃棄物の最終処分率 1％以下 2030 年度 1.03％ 1.18％ 0.91％ 

※ 2019 年度より新設  

人と地球のコミュニケーション 
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環境に関する重点課題の特定 

 NTT グループ CSR 重点活動項目を特定するにあたり、

環境課題に関する詳細なマテリアリティ分析を行いま

した。この結果、社会全体でとくに重要な環境課題とし

て、「気候変動」「生態系」が、NTT グループの事業活動

上でとくに重要な環境課題として、「気候変動」「エネル

ギー（電力）」「資源」が特定されました。 

社会全体でとくに重要な環境課題に対しては、ICT サ

ービスや最先端技術の提供、社員による活動など、あら

ゆる活動を通じて解決に貢献しています。その観点を踏

まえ、NTT グループでは、「ICT の利活用による環境への

貢献」「事業上の環境負荷軽減」「資源の有効利活用」を

NTT グループ CSR 重点活動項目として特定しました。 

NTTグループの事業活動上でとくに重要な環境課題に

ついては、事業活動の環境負荷低減に向けた取り組みを

進めていきます。 

 

 

 

重点化 
項目 

気候変動 生態系 
 重点化 

項目 
気候変動エネルギー 資源 

リスク 

異常気象や水不足・食糧不

足など、さまざまなリスク

の要因となる 

生物多様性を含む生態系か

らの恵みは、人類を含む生

物全体にとって不可欠で、

生態系の損失は社会活動の

停滞させる要因となる。 

 

リスク 

気候変動により発生する災

害は、事業停止の要因とな

る。エネルギーのうちとくに

電力はサービス提供に不可

欠であり、その不足は事業停

止の要因となる。 

金属・非金属にかかわらず、

資源の枯渇は通信インフラ

（情報ネットワーク）の維

持に影響し、事業継続を困

難にする要因となる。 

対策 

社会全体で CO2 排出量を削

減する「緩和」の取り組み

が求められている。同時に、

気候変動への「適応」の取

り組みも求められている。 

自然界からの恵みを持続的

に享受できるよう、自然と

の共生に、社会全体で取り

組んでいくことが求められ

ている。 

 

対策 

NTT グループの CO2 排出要因

の約 95％が電力であるため、

気候変動への緩和策として

も、また電力リスクの低減策

としても、電力に対する取り

組みが重要。 

資源を持続的に利用するこ

とが重要。 

 

 

 

 

 

  

地球環境に対する考え方 
関連する GRI スタンダード ● 102-16,18,19 ● 103-1,2  
 ● 302-4 ● 305-5 ● 306-2 

関連する SDGs  －    

社会全体でとくに重要な環境課題 NTT グループの事業活動上でとくに重要な環境課題 

あらゆる活動を通じて、 

社会の環境課題解決に貢献する 

NTT グループの事業活動の 

環境負荷を低減する 
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NTT グループ地球環境憲章 

 NTT グループでは、環境を含む CSR 活動の基本方針である「NTT グループ CSR 憲章」のもとに、地球環境保護に関する基

本理念と方針を明文化した「NTT グループ地球環境憲章」を制定し、NTT グループ一体となった環境活動に取り組んでいま

す。「NTT グループ環境宣言」「環境目標 2030」は、これらの基本理念・方針を礎として策定しています。 

 

NTT グループ地球環境憲章 

 

基本理念 

人類が自然と調和し、未来にわたり持続可能な発展を実現するため、 

NTT グループは全ての企業活動において地球環境の保全に向けて最大限の努力を行う。 

 

基本方針 

1. 法規制の遵守と社会的責任の遂行 

 環境保全に関する法規制を遵守し、国際的視野に立った企業責任を遂行する。 

2. 環境負荷の低減 

 温室効果ガス排出の低減等の重点課題に対して行動計画目標を設定し、継続的改善に努める。 

3. 環境マネジメントシステムの確立と維持 

 各事業所は環境マネジメントシステムの構築により自主的な環境保護に取り組み、環境汚染の未然防止と環境リスク低減を推

進する。 

4. 環境技術の開発 

 ICT サービス等の研究開発により環境負荷低減に貢献する。 

5. 社会支援等による貢献 

 地域住民、行政等と連携した、日常的な環境保護活動への支援に努める。 

6. 環境情報の公開 

 環境関連情報の公開により、社内外とのコミュニケーションを図る。 

7. 生物多様性の保全 

 生物多様性と事業との関わりを把握し、生物多様性を将来世代に引き継ぐために取り組みを推進する。 

NTT グループ地球環境憲章  https://www.ntt.co.jp/kankyo/management/charter.html 
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NTT グループ環境宣言 
 NTT グループでは、ステークホルダーの皆さまと共に創っていく地球環境の未来像と、その実現に向けた環境活動を通

じて、私たちがどのような企業でありたいかを描き、それを「NTT グループ環境宣言」としてまとめました。「人と地球が

調和する未来」、そこでは世界中のあらゆるものがつながる持続可能な社会が実現されている、そのような未来の実現に向

けて、私たち NTT グループは環境貢献の最先端企業の一員として力を十分に発揮できることをめざし、日々の環境活動に

取り組んでいきます。 

人と地球が調和する未来について、私たちは 3 つの姿を描きました。この 3 つの未来の姿をめざして、ICT サービスや

最先端技術の提供などで貢献していきます。 

 

 

※ 気候変動による影響への対処方法のひとつで、その被害を「防止・軽減し、あるいはその便益の機会を活用する」ことと定義されます（IPCC（気候変動

に関する政府間パネル）より）。「適応」は CO2排出の抑制などを行う「緩和」を補完する策として位置づけられています。 

 

環境目標 2030 
環境課題に関するマテリアリティ分析により、NTT グループの環境に関する重点課題は「気候変動」と「エネルギー（電

力）」「資源」および「生態系」であると特定されました。そこで、環境宣言で掲げた未来の実現に向けた道しるべとして、

それらに関する 2030 年度までの環境活動の目標を「環境目標 2030」として設定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ NTT グループでは、最終処分率 1％以下をゼロエミッションとして定義しています。  
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環境マネジメント体制 

 NTT グループは、グループ全体の環境活動方針を議論・決定する委員会として、「CSR 委員会（P010 参照）」配下の内部委

員会のひとつに、「NTT グループ地球環境保護推進委員会」を設置しています。 

地球環境保護推進委員会は、NTT の取締役である NTT 環境推進室長（研究企画部門長）を委員長とし、主要グループ会社

6社（NTT 東日本、NTT 西日本、NTT コミュニケーションズ、NTT ドコモ、NTT データ、NTT ファシリティーズ）の環境担当

部署の室部長を委員として、年 2回開催しています。CSR 委員会における決定事項に基づいて環境活動方針を策定し、NTT

グループ各社へ展開しています。また地球環境保護推進委員会の決定事項などは CSR 委員会へ報告しています。 

 

地球環境保護推進委員会は、配下組織である「気候変動対策検討委員会」「資源循環検討委員会」「自然共生検討ワーキ

ンググループ」を統括し、環境保護に関する基本方針の立案や目標管理、課題の解決にあたっています。 

また、環境担当部署以外とも連携して取り組みを進めており、とくに NTT グループの CO2排出要因の 9 割以上を占める

電力に関しては、NTT グループの省エネ推進活動（TPR（トータルパワー改革）運動）を管理するエネルギー高度利用推進

委員会（CSR 委員会と同様に幹部会議配下に設置）と連携し取り組んでいます。施設、設備レベルにおけるリスク・機会に

ついても、全グループ会社に配置されている環境担当と設備担当が連携して、モニタリングと評価を行っています。 

 

環境マネジメントシステム 
NTT グループでは、ISO14001 認証、エコアクション 21 のほか、独自のものも含め、環境マネジメントシステム（EMS）

の導入を進めています。エコアクション 21 や独自の EMS を含めると、全事業所の 9割以上が EMS を導入しています。 

外部審査機関による保証を含めた認証取得および維持稼働の効率化のために、環境審査員資格を有する社員の内部監査

による、EMS の構築・継続の支援も行っています。NTT グループには主任審査員も含めた審査員資格の保有者が多数在籍し

ており、グループ全体で審査員名簿を共有することで内部監査の相互実施を可能とし、EMS 維持のコスト最適化を実現し

環境マネジメント 
関連する GRI スタンダード ● 102-12,18  ● 307-1  ● 308-1 
 
関連する SDGs      



人と地球のコミュニケーション 

033 
NTT Group Data Book 2019 

ています。 

 

環境会計 

NTT グループは、環境保全への取り組みを効率的かつ効果的に推進するために、2000 年度から環境会計を導入し、事業

活動における環境保全のためのコストと、その活動によって得られた環境保全の効果（経済的効果と物量効果）の定量的

な把握を行っています。 

環境活動の定量的な把握、分析によって、活動の効率を把握し、課題を明確化し、またそれらの共有化を行うことで、

引き続き、効率的・効果的な環境経営の実施をめざします。 

区分 環境投資（億円） 環境費用（億円） 経済的効果（億円） 物量効果（万 t） 

2017 

年度 

2018 

年度 

2017 

年度 

2018 

年度 
 

2017

年度 

2018

年度 
 

2017

年度 

2018

年度 

（1）事業エリアコスト 69.7 86.0 197.5 159.3       

・公害防止コスト 0.7 1.4 62.2 24.2       

・地球環境保全コスト 67.8 80.7 32.0 31.4 省エネによる費用

削減 
88.6 59.5 省エネ施策による

CO2排出削減量 
30.5 18.4 

・資源循環コスト 1.2 3.8 103.3 103.7 リサイクルにより

得られた収入額 

（撤去通信設備

等） 

65.7 73.4 撤去通信設備リサ

イクル量 
22.0 17.6 

リサイクルにとも

なう廃棄物処理費

用削減額 

1.5 1.2 建築廃棄物リサイ

クル量 
13.3 22.2 

撤去通信設備のリ

ユースによる費用

削減 

383.0 269.6 土木廃棄物リサイ

クル量 
12.9 11.5 

通信機器のリユー

スによる費用削減 
110.6 106.0 オフィス廃棄物リ

サイクル量 
3.3 3.2 

オフィス廃棄物の

リユースによる費

用削減 

0.1 0.0 その他リサイクル

量 
0.8 1.8 

（2）上・下流コスト 0.8 0.2 106.8 103.5 リサイクルにより

得られた収入額 

（加入者通信機器

等） 

4.9 5.2 お客さま通信機器

などの回収量（万

個） 

856.0 937.2 

電子化にともなう

郵送費削減額 
149.1 141.7    

（3）管理活動コスト 0.8 1.2 46.5 52.7       

（4）研究開発コスト 25.9 36.1 79.3 81.0       

（5）社会活動コスト 0.0 0.2 0.4 2.6       

（6）環境損傷コスト 0.0 0.0 0.0 0.0       

合計 97.3 123.7 430.5 399.0 合計 803.4 656.7    

● 集計対象範囲 

 NTT、NTT 東日本、NTT 西日本、NTT コミュニケーションズ、NTT データ、NTT ドコモおよびそれらのグループ会社の環境会計データを集計しています。 

● 集計対象期間 

 2018 年度分のデータは、2018 年 4 月 1 日～2019 年 3 月 31 日 

 2017 年度分のデータは、2017 年 4 月 1 日～2018 年 3 月 31 日 

● 集計方法 

 NTT グループ環境会計ガイドラインに基づいて集計しました。このガイドラインは、環境省の「環境会計ガイドライン 2005 年版」に準拠していま

す。 

 環境保全コストは、環境投資と環境費用に分けて集計しました。環境費用には人件費および減価償却費を含んでいます。 

 省エネ施策による CO2排出削減量は、施策を行わなかった場合の予測排出値（成り行き値）との差分から算出しています。 

 

主な取り組み 

環境に関する各種ガイドライン 

NTT グループの事業活動には、「多数の製品を調達する」「多くの建物を保有している」「通信設備で多くの電力を使用

している」「研究開発部門を保有している」という特徴があります。これら 4つの特徴を踏まえて、より効果的な環境負

荷低減を推進するために、それぞれについて以下のような独自の「グリーンガイドライン」を設定しています。 

・「グリーン調達ガイドライン」  ・「建物グリーン設計ガイドライン」 

・「省エネ性能ガイドライン」   ・「グリーン R&D ガイドライン」 

とくに、NTT グループが排出する CO2量を効果的に削減するためには、省エネ性能の高い装置を開発・調達することが

不可欠です。 
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そのためのガイドラインが 2010 年 5 月 1日より運用している「省エネ性能ガイドライン」です。このガイドラインは

「グリーン調達ガイドライン」と「グリーン R&D ガイドライン」の ICT 装置に関する省エネ規程を具体化したもので、

NTT グループ内で使用するルータやサーバなどの ICT 装置の開発・調達にあたって、基本的な考え方や装置別の目標値を

定めています。本ガイドラインに基づき、NTT グループ内で使用する ICT 装置について、機能、性能、コストに加え、省

エネ性能を考慮した装置を開発・調達しています。これらの取り組みによって、お客さまの通信にともなって消費される

電力と電力消費に起因する CO2排出量の削減に取り組んでいます。 

 

ICT 装置の省エネ化に向けて、業界横断で取り組みを実施 

NTT は、情報通信関連製品の省エネ性能向上を推進している団体である「ICT 分野におけるエコロジーガイドライン協

議会※1」に TCA（電気通信事業者協会）のメンバーとして参画しています。協議会では、情報通信機器の省エネ性能の評

価基準に関するガイドラインを策定しており、NTT グループはその作成に技術面で貢献しています。また、NTT グループ

の「省エネ性能ガイドライン」は、この協議会の定めるガイドラインを参考にしています。2010 年 8 月には、「省エネ性

能ガイドライン」制定を含めた CO2排出量削減の取り組みに対する自己評価結果の届け出により、NTT グループ 8社※2で

「エコ ICT マーク」を取得しました。これは、ICT 分野におけるエコロジーガイドライン協議会が定めたもので、電気通

信事業者が適切に CO2排出量削減に取り組んでいることを表示するためのシンボルマークです。 

NTT グループは、今後も同ガイドラインに基づき省エネ開発・調達を強化するとともに、同協議

会と協力しながら、ベンダとキャリアが連携した国内業界全体での省エネ調達の普及にも貢献して

いきます。このため、NTT グループにおける仕様化プロセスにおけるベンダへの要件提示を徹底す

るとともに、省エネ性能の情報公開など、企業姿勢も評価基準に含めたベンダ選定を進めていきま

す。 
※1 ICT 分野におけるエコロジーガイドライン協議会：一般社団法人電気通信事業者協会、一般社団法人テレコムサービス協会、一般社団法人日本インタ

ーネットプロバイダー協会、一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会、特定非営利活動法人 ASP・SaaS・IoT クラウドコンソーシアムの 5 団体が地

球温暖化防止に業界を挙げて取り組むために設立した協議会 

※2 NTT グループ 8 社：NTT、NTT 東日本、NTT 西日本、NTT コミュニケーションズ、NTT ドコモ、NTT データ、NTT ファシリティーズ、NTT コムウェア 

ICT 分野におけるエコロジーガイドライン協議会  https://www.tca.or.jp/information/ecoict/index.html 

 

環境活動方針・施策の社員への浸透 

NTT グループは、社員に対してグループ全体の方針・施策を浸透させ、環境保護推進活動について共有するために、環

境教育を推進しています。2018 年度も全社員を対象にした NTT グループの環境活動に関する研修として、集合研修や e

ラーニングなどを実施しました。 

また、NTT 環境推進室では、グループ各社の環境担当者への環境教育も推進しており、2001 年度から毎年、環境担当者

勉強会を開催しています。環境方針の浸透と環境課題の共有を目的として講義を行うことにあわせて、外部講師を招いて

の最新トピックスの講演を行っています。環境担当者勉強会は、全国に拡がる NTT グループを対象としているため、TV

会議システムを利用して、遠隔地での受講、双方向接続による質疑応答を行えるようにしています。ペーパーレスでの開

催としていることもあわせて、会議開催にともなう CO2排出量の削減にも貢献しています。 

2018 年度は、環境省の企画担当官を講師に招いて環境政策の方向性について講演いただきました。さらに、各社の担

当者から環境に関わる取り組みが紹介され、グループ各社における環境活動の推進を図りました。 

 

環境に関する法・規制などの遵守 

NTT グループは、環境に関する法・規制を遵守し、グループ一体となって環境負荷低減に取り組んでいます。法令違反

が生じた場合は、NTT グループ地球環境保護推進委員会に報告し、NTT グループ全体でその状況を把握できる仕組みを構

築しています。2018 年度も前年度に続き、法令違反に該当する事象は発生しておりません。また罰金などの支払いの発

生もありません。 

また NTT グループは、環境マネジメント施策の一環として、環境影響に関する苦情件数も毎年度把握しています。2018

年度は正式な苦情処理制度を通じて申し立て、対応、解決を行った環境影響に関する苦情件数は 0件でした。 

今後も既存の法制度への対応を継続するとともに、環境法令制度に対応するワーキンググループを立ち上げ、検討中や

施行予定の法制度への対応準備の強化を図っていきます。 
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NTT グループは、事業活動にともなって発生する環境負荷をできるだけ低減していくために、「事業活動を通じて、どの

ような資源・エネルギーを使用し、その結果、どのような環境負荷が発生しているか」について把握・分析に努めていま

す。 

 

NTT グループのマテリアルバランス（2018 年度） 

 

 

 

 

  

環境負荷の全体像 
関連する GRI スタンダード ● 301-1,2,3 ● 302-1,2 ● 303-1  
 ● 305-1,2,3 ● 306-1,2 
 
関連する SDGs  －    
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方針・考え方 

気候変動の主要因とされる CO2をはじめとした温室効果ガスの排出をいかに削減していくかは、重要な社会的課題です。

加えて、近年は、気候変動によって生じる影響に備える「適応策」への取り組みも重視されています。 

ICT においては、その発展にともなう電力使用量増加に対して、省エネ化の要求が高まっています。一方で、ICT には、

社会全体の省エネ化、CO2排出量削減、さらには適応策の提供への寄与が期待されています。 

NTT グループは、自らの事業活動にともなう CO2排出量の抑制に努めるとともに、ICT サービスや最先端技術の積極的な

開発、普及に努めることで、社会全体の CO2排出量削減と気候変動への適応に貢献し、社会が低炭素化している未来の実現

をめざします。 

 

推進体制 

「NTT グループ地球環境保護推進委員会」配下に、NTT の環境推進室担当部長を委員長、主要グループ会社 8社の環境担

当者を委員とした「気候変動対策検討委員会」を設け、NTT グループにおける気候変動対策全体についての施策を検討・推

進しているほか、気候変動に関する目標達成に向けた施策の推進、適応に関する方針策定・施策導入、気候変動関連法令

への適切な対応を推進しています。 

また、配下組織であるワーキンググループ（WG）は、それぞれのテーマに応じた活動を推進。「環境貢献推進 WG」は社会

の CO2排出削減貢献量の目標値管理やソリューション環境ラベル関連の検討・普及などについて、「低炭素化推進 WG」は電

力効率の目標値管理や施策推進について、「気候変動関連法令対応 WG」は気候変動に関する環境対応の管理などに取り組

んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会が低炭素化している未来へ 

関連する GRI スタンダード ● 102-11,15 ● 103-1,2 ● 201-2 
 ● 302-1,2,4,5 ● 305-1,2,3,5,6 
 
関連する SDGs      
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目標と実績 

社会からの CO2排出削減貢献量 

NTT グループは、2030 年度の目標として、私

たちのサービス・技術などを提供することで削

減可能な社会からの CO2排出量を、NTT グルー

プ自身の CO2 排出量の 10 倍以上とする目標を

設定しています。 

これは、私たちが事業を通じて排出する CO2

排出量を抑制するとともに、サービス・技術な

どの提供によって社会全体からの CO2排出量削

減に貢献していくための目標です。 

スマートフォンや光コラボレーションによ

る高速・大容量のネットワークの普及によって年々拡大している情報通信の活用は、通信のためのエネルギーを必要とし

ています。しかし一方で、情報通信の活用は、社会の効率化やデジタル化によるモノの削減などによって、通信に必要な

エネルギー消費を上回る環境負荷を低減し、社会全体の CO2排出量削減に貢献しています。 
※ 社会からの CO2排出削減貢献量は、ICT サービスなどにより得られる省エネの効果を CO2量で数値化しています。省エネ効果の数値化には、TTC（情報通

信技術委員会）の標準「ICT 製品・ネットワーク・サービスの環境影響評価手法（JT-L1410）」と、LCA 日本フォーラムの「ICT（情報通信技術）事業の

組織の LCA」研究会の算定方法を参考にしています。 

※ ICT サービスなどの導入により得られる省エネの効果としては、例えば、エネルギーマネジメントによる家庭や会社、工場などでのエネルギー消費削減、

渋滞・運行情報解析による渋滞回避、交通ダイヤ効率化・最適化などによるエネルギー消費削減などがあります。 

※ NTT グループ自身の CO2排出量には他の通信事業者やデータセンター事業者がサービスを展開するために必要な設備の排出分も含みます。 

 

通信事業の電力効率 

NTT グループは、2030 年度の目標として、データセン

ターを含めた通信事業の通信量当たりの電力効率を、

2013 年度比で 10 倍以上とする目標を設定しています。

電力は通信事業継続に不可欠であり、また NTT グループ

の CO2排出要因の 9 割以上を占めています。電力利用の

効率を上げることは、事業継続リスクの回避と、気候変

動の緩和の両面につながると考え、目標を設定しまし

た。 

省エネ性能ガイドラインに基づく、省エネ性能の高い

機器の導入や、ネットワーク構成の効率化を進めていま

す。 
※ 電力効率の算定対象である「通信事業」は、アニュアルレポート記載の「通信事業」セグメントのうち国内の事業を対象（東日本、西日本、コミュニケ

ーションズ、ドコモ、データの 5 社を対象） 

 

NTT グループの CO2排出量 

NTT グループの CO2排出要因の 9割以上を電力使用による間接排出が占めています。NTT グループでは、CO2排出量の抑制

に向け、通信事業の通信量当たりの電力効率を 2013 年度比で 10 倍以上とするとの目標を掲げ、電力消費量の削減に取り

組んでいます。また，社用車の使用にともなう CO2排出量を抑制するために、ハイブリッド車や電気自動車などの低公害車

の導入や、ビル単位での社用車の共有化による保有台数の削減を進めています。 

2018 年度の NTT グループの CO2排出量は、スコープ 1（GHG 直接排出量）が約 16 万 t-CO2e、スコープ 2（GHG 間接排出量）

が約 329 万 t-CO2e※でした。 

また、事業活動にともなって発生するこれらの環境負荷に加えて、ICT サービスなどを提供するにあたって間接的に排

出されるスコープ 3（バリューチェーン全体を通じた温室効果ガスの排出量）も算定公表しています。2018 年度のスコー

プ 3は約 1,724 万 t-CO2e でした。 
※ NTT グループは他の通信事業者やデータセンター事業者がサービスを展開するために必要な設備等を提供しており、これまでその設備等に必要な燃料や

電力は「地球温暖化対策の推進に関する法律」の報告方法に基づき NTT グループの CO2排出量として公表してきましたが、環境省の「サプライチェーン

を通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン（Ver2.1）」に基づいた算定方法を確立したため、上記 CO2 排出量をスコープ 3 として算定

することとしました。 

 

気候変動対応への取り組み 
「気候変動」「エネルギー（電力）」「資源」「生態系」といった環境課題は、NTT グループの事業にリスクと機会の両面を

与える可能性があります。このような環境に関するリスクと機会については、NTT グループ地球環境保護推進委員会で優
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先順位を決定し、主要な KPI（重要経営指標）に関しては CSR 委員会へ報告しています。環境に関する法令・規制・制度な

ど事業への影響が大きいと判断されるリスクや機会については、全社リスクを特定するビジネスリスクマネジメント推進

委員会に報告し、取締役会へも上申することとしています。 

中でも「気候変動」については、NTT グループを含めた社会全体でとくに重要な環境課題として認識しています。将来の

気候変動によるリスクと機会に関しては、経営戦略に則った評価・施策を実施することで、経営戦略と環境マネジメント

の融合性を強化しています。 

 

法令・規制・制度の変更によるリスク 

法令・規制・制度の変更によるリスクとしては、電力価格の上昇によるオペレーションコスト増加のリスクがあります。 

2012 年 7 月に「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」が施行され、「再生可能エネルギ

ーの固定価格買取制度（FIT）」に起因する負担額は、電力価格に上乗せする形で利用者へ還元されました。また、同年 10

月に導入された、全ての化石燃料の利用に対する地球温暖化対策のための税（環境税）を理由とした電力価格の値上げも

行われるなど、法令・規制・制度の変更によるリスクが電力コストの増加として顕在化しています。 

FIT の税負担は年々上昇しており、今後も電力料金上昇のリスクがあります。NTT グループは、国内における情報通信設

備の運用などで年間 80 億 kWh 以上の電力を利用しており、非常に大きな財務的影響を受けるリスクがあります。 
※ 推定されるリスクの大きさ：段階的に引き上げられる環境税の税負担は、最終的な引き上げによって、0.11 円/kWh の電力料金上昇が発生しており、NTT

グループには電気料金として、年間 7.2 億円の追加負担が生じています。さらに、FIT の税負担による 2.9～3.45 円/kWh の電気料金上昇が予定されてお

り、年間 190～226 億円の追加負担が生じるリスクがあります（追加負担は 2018 年度の購入電力量実績：65.4 億 kWh をベースに推計）。 

 

リスク回避の取り組み 

オペレーションコスト増加を最低限に抑えるため、電力使用量の削減施策を継続して推進しています。 

具体的には、電力使用量の大部分を占める通信設備の集約や、よりエネルギー効率の高い機器への更改（更改時期の前

倒しを含む）を進めています。また、空調最適制御システム（Smart DASH®）や高電圧直流給電（HVDC）システムなどを導

入することで、空調・電源などのファシリティ面の改善を実施しています。電力購入に関しても、電力の使用状況を分析

するシステムを導入し、電力料金自体を低減する取り組みを進めています。 

 

気温上昇などのリスク 

気温上昇によるリスクとしては、空調設備の消費電力量増加によるオペレーションコスト増加のリスクがあります。 

通信設備やデータセンター用の機器は動作時の温度条件が設定されており、設定温度を超える状況では、機器の停止や

故障などが発生する可能性があります。そのため、空調機などによって室内温度を一定に保っています。この空調機のエ

ネルギー効率は、外気温が高い場合には下がり、消費電力が増加します。 

これらの要因によって、NTT グループは、消費電力の増加による電力コスト増加という、大きな財務的影響を受けるリス

クがあります。 
※ 推定されるリスクの大きさ：通信設備・データセンターの空調は、外気温が 1℃上昇すると電力料金が 0.1～0.3 円/kWh 上昇すると推定しています。こ

の場合 NTT グループには電気料金として、年間 6.5～20 億円の追加負担が生じるリスクがあります（2018 年度の購入電力量実績：65.4 億 kWh をベース

に推計）。 

 

リスク回避の取り組み 

オペレーションコスト増加を最低限に抑えるため、空調設備関連の消費電力削減施策を継続して推進しています。 

具体的には、ワイヤレス温度センサーモジュールを配置し、各センサーの温度計測値に合わせて空調機を自動制御し省

エネを実現する空調最適制御システムを導入しています。また、装置の排熱を効率的に逃がすディフューザや、ブランク

パネルの設置、二重床パネルの最適配置などによって空気の流れを制御することで、温度が高くなってしまうヒートスポ

ットを解消し、空調機の設定温度の適正化による省エネを実施しています。 

このような空調設備関連も含めた電力使用量削減対策全体に、約 81 億円（2018 年度）の投資（対策の耐用年数 15 年）

を実施しています。 

 

気候変動による機会 

気候変動により、大雨や台風の増加など自然災害による被害が多発することで、水害、雷害、停電などのリスクが高ま

るとともに、発生した際の被害も甚大なものとなってきています。そのため、多くの企業においては、災害などの緊急事

態が発生したときでも、重要業務の継続、早期復旧を可能とする対策が必要となっています。 

NTT グループは、災害時でも絶やすことが許されない日本の情報通信を、100 年以上守り続けてきました。その BCP（事

業継続計画）の確かな実績とノウハウをもとに、ソリューションビジネスとして展開し、今後それが非常に大きな事業の

機会になると考えています。例えば、NTT コミュニケーションズ、NTT データ、NTT コムウェア、ディメンションデータを

中心としたクラウド技術、NTT ファシリティーズでの建物・電力に関する技術など、幅広い分野で事業継続ソリューション

ビジネスを展開しています。とくに NTT ファシリティーズでは、専門の部署を設置し、ビジネス獲得に向けた取り組みを
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実施しています。 

また 2016 年 11 月に、気候変動の抑制に関する新たな国際ルールとして発効した「パリ協定」では、世界の平均気温上

昇を産業革命以前に比べ 2℃未満に抑えるという目標が掲げられ、目標達成に向けさまざまな施策が検討されています。

施策のひとつとして推奨されているのが、ICT の活用です。ICT を地域内やビル内、家庭内のエネルギーマネジメントに活

用すれば、CO2削減と低炭素社会の実現が可能になりますが、そのためにはデータセンターが不可欠です。 

NTT グループでは、NTT コミュニケーションズ、NTT データ、NTT コムウェア、ディメンションデータを中心にデータセ

ンター事業を古くから展開し、高信頼でエネルギー効率の高いデータセンターを多数有しています。確かな実績と世界ト

ップクラスの床面積を有するグループのデータセンターへの需要は、気候変動という環境課題の解決に向けさらに増加す

ると考えています。 

NTT コミュニケーションズでは、目標を掲げてグローバル全域でデータセンター拠点の拡充を推進するとともに、クラ

ウドサービスの機能強化などを継続して展開しています。 

 

気候変動適応への貢献 

NTT グループは、気候変動への適応に貢献するため、NTT グループ自身の適応、および社会の適応に向けた取り組みを進

め、適応事例の普及・展開を図っています。 

気候変動適応への貢献 

・ 強い通信ネットワーク・設備づくり 

NTT グループは、災害に強い通信ネットワーク・設備づくりに努めています。災害時でも通信サービスを持続して提供

するための減災対策であるとともに、気候変動による災害に対しての適応策にもなっています。 

社会の適応貢献の事例 

・ 移動式 ICT ユニット 

通信機能と情報処理・蓄積機能を収納した可搬型ボックス、車両により、被災地での通信機能を早急に復旧できるほか、

被災者データ収集などの機能も提供します。社会の減災対策に貢献するとともに、気候変動による災害に対しての適応

策にもなっています。 

 

主な取り組み 

ソリューション環境ラベル※ 

ICT による環境貢献をお客さまにわかりやすく伝えるため、また自ら環境への取り組みを促進するために、「ソリューシ

ョン環境ラベル制度」を策定し、2009 年度から運用しています。 

この制度は、NTT グループ各社の ICT ソリューションのうち、一定の環境負荷低減効果があるものを「環境にやさしい

ソリューション」として認定し、「ソリューション環境ラベル」を付与するものです。具体的な認定基準としては、「CO2排

出量の削減量を定量的に評価したときに、その削減率が 15％を超えるもの」としています。 

認定された主なソリューションは、NTT 公式 Web サイトの「NTT グループ環境活動」内のソリューシ

ョン環境ラベルの紹介コーナーに掲載し、その評価内容を公表しています。 

2018 年度は新たに 11 件を「環境にやさしいソリューション」として認定しました。これまでの認定

と合わせて、延べ 78 件のソリューションを認定しています（2018 年度末現在）。 

※ ソリューション環境ラベルは、NTT グループが制定した自己宣言型（TYPE II）の環境ラベルです。 

ソリューション環境ラベル  https://www.ntt.co.jp/kankyo/protect/label/index.html 

 

「TPR 運動」によるグループ一丸となった電力消費量削減 

NTT グループの事業活動における CO2排出量の 9割以上を占める電力使用に対しては、1997 年 10 月から、「TPR（トータ

ルパワー改革）運動」と名づけた省エネ推進活動に一丸となって取り組んでいます。保有するビルにおけるエネルギーマ

ネジメントの推進、エネルギー効率の高い電力装置や空調装置、通信装置の導入や更改に努めた結果、2018 年度も継続的

な削減を実現でき、グループ全体で成り行きから約 3.7 億 kWh の使用電力量を削減しました。 

 

海外グループ会社の取り組み：Dimension Data 

ディメンションデータ社は、2017 年 1 月までに、自社の CO2排出量を 100 万トン以下とし、お客さまに ICT を活用いた

だくことによって削減できる CO2 排出量よりも自社の排出量を少なくするという「カーボンニュートラル」の状態を達成

しました。同社は、お客さまが ICT を活用することで削減できる CO2排出量を、自社の排出する CO2量よりも 180 万トン以

上削減することを、2014 年 10 月から 2018 年 10 月までの目標として設定しました。また、同 4年間における自社の CO2排

出量を 100 万トン以下に抑えることも宣言しており、この目標については前倒しで達成したことになります。 
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同社が、ICT 活用による省エネ化の重要分野としているのは、サーバのクラウド移行と、ビジュアルコミュニケーション

（視覚による情報伝達）技術の活用による人の移動の削減です。例えば、サーバのクラウド移行を推進すれば、ひとつの

サーバ当たり削減できる消費電力量は約 4,000kWh に上ります。これら同社が持つ技術やスキルを用いて、今後も自社の排

出する CO2量よりも、お客さまのもとでの CO2排出量を 180 万トン以上削減するという目標の達成に向けて取り組んでいき

ます。ディメンションデータの FY2017※の GHG 排出量は、スコープ 1（GHG 直接排出量）が約 1.1 万 t-CO2e、スコープ 2

（GHG 間接排出量）が約 10.1 万 t-CO2e でした。） 

※ 2017 年 7 月～2018 年 6 月 

 

データセンターの省エネ化 

NTT コミュニケーションズは PUE※＝1.2、NTT コムウェアは PUE＝1.1 以下という世界最高レベルのエネルギー効率を有

するデータセンターを擁しており、ほかのデータセンターにおいても「省エネ性能ガイドライン」に基づき、最も省エネ

性能の高いレベル（5つ星）の装置を導入するなど、PUE 向上に向けた取り組みに努めています。また、NTT ファシリティ

ーズでは、データセンターの消費電力を削減する技術開発に取り組み、電源装置と空調装置の高効率化技術の確立やデー

タセンター向け統合空調制御システムにより、データセンターの低消費電力化に貢献しています。 

また、一部のデータセンターでは再生可能エネルギーを導入しています。NTT 東日本の駒込データセンターでは、5kW の

太陽光発電システムを構築しており、このほか NTT 東日本の千葉データセンター、NTT 西日本の大阪データセンター、NTT

コミュニケーションズの東京第 2 データセンター、東京第 4 データセンター、東京第 5 データセンター、東京第 7 データ

センター、高松第 2データセンターにおいても太陽光発電システムを保有し、CO2排出量の削減に貢献しています。 
※ Power Usage Effectiveness：データセンター全体の消費電力をサーバなどの ICT 機器の消費電力で割った値。PUE は 1 より大きい数字であり、1 に近い

ほど、そのデータセンターのエネルギー使用の効率が優れていることを示す。 

 

新たな低消費エネルギー技術の確立に向けた取り組み 

ICT の発展にともない、ネットワークを流通する通信量が飛躍的に増大してきています。これまで、エネルギー効率の高

い通信装置の導入や更改などによる電力効率の向上で省エネ化を実現してきました。しかし、ムーアの法則に沿って高性

能・高効率化が進んできた電子回路技術は、微細加工や集積密度の制約により速度と消費エネルギーの面で限界が近づい

ているとされています。NTT 研究所では、光技術を信号処理に導入し、光電融合による新しいコンピューティング基盤の実

現をめざした研究開発を推進し、世界最小エネルギーで動作する変調器や、光入力信号を別の光へ変換・増幅出力させる

「光トランジスタ」を実現しました（2019 年 4 月発表）。 

NTT グループでは、光電融合技術を発展させ、ネットワークから端末まで全てに「フォトニクスベース」の技術を導入す

るオールフォトニクスネットワークを柱の 1つとした IOWN（アイオン）構想を立ち上げました。オールフォトニクスネッ

トワークでは、フォトニクス技術適用部分の電力効率 100 倍を目標としており、ネットワークの抜本的な低消費電力化が

期待されます。幅広い研究・技術分野の専門家やグローバルパートナーと連携しながら、IOWN 構想の実現をめざします。 
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基本的な考え方 
大量生産、大量消費、大量廃棄という「一方通行型社会」は、私たちに豊かで便利な生活をもたらしましたが、一方、

膨大なごみを排出し、不法投棄や天然資源の枯渇の懸念など、さまざまな問題も生じました。その解決を図るためには、

企業の事業運営や社会経済のあり方を見直し、循環型社会への転換を図ることが必要です。 

資源が循環している未来の実現をめざし、NTT グループは、事業活動で消費するあらゆる資源について、使用量の削減

（Reduce）、再使用（Reuse）、再資源化（Recycle）の「3R」を推進しています。 

  

推進体制 

「NTT グループ地球環境保護推進委員会」配下に、NTT 西

日本の不動産企画担当部長を委員長、NTT とグループ会社 8

社の環境担当者や設備担当者らを委員とした「資源循環検討

委員会」を設け、NTT グループにおける資源循環に関する施

策を検討・推進しているほか、廃棄物に関する目標達成に向

けた施策の推進、資源の調達・保有における目標化・施策化

の検討と実行管理を推進しています。 

また、配下組織であるワーキンググループ（WG）は、それ

ぞれのテーマに応じた活動を推進。「建築廃棄物 WG」は建設

工事や土木工事に由来する産業廃棄物の実績値管理と施策

の推進について、「撤去通信設備 WG」は撤去した通信設備に

よる産業廃棄物の実績値管理と施策の推進について、「事業・

一般廃棄物 WG」はオフィス廃棄物と事業系廃棄物の実績値

管理と施策の推進について、「PCB 保管・処理 WG」は PCB 廃

棄物の適切な処理に向けた管理などに取り組んでいます。 

 

目標と実績 
NTT グループは、2030 年度の目標として、NTT グループが排出する廃棄物の最終処分率を 1％以下とする、ゼロエミッシ

ョンの達成継続を設定しています。 

情報通信をはじめとするさまざまなサービスを提供し、事業を継続していくためには多くの資源が不可欠です。そのた

め、事業継続リスクの回避と、資源の循環の両面に資する目標として設定しました。 

2018 年度の廃棄物の最終処分率は 0.91％でした．2030 年度までゼロエミッションを継続していくことをめざし、引き

続き 3R の推進に努めていきます。 

なお、廃棄物のうち、撤去した通信設備については、2004 年度以降、15 年連続でゼロエミッションを達成しています。 

 

主な取り組み 
通信設備のリユース・リサイクル 

NTT グループは、情報通信サービスを提供するために、電柱、交換装置、通信ケーブル、公衆電話 BOX、公衆電話機など

の通信設備を保有しています。これらの設備は、耐用年数の経過や新サービスの提供などによる設備更改時に撤去してい

ます。撤去した通信設備は、NTT グループ内でリユースやリサイクルを推進しています。 

例えば、コンクリート柱などから発生するコンクリート塊などの廃棄物は路盤材に再資源化を実施しています。また、

公衆電話 BOX や公衆電話機は、特定の中間処理場へ運び、公衆電話 BOX は、アルミニウム、ステンレス、ガラスやプラス

チックなどに、公衆電話機は基板や銅線、各種プラスチックなどに細かく分別し、その後、再生工場などに送られ、レア

メタルや銅、ペレットなどのリサイクル原料に生まれ変わります。中間処理場では、主に人の手によって丁寧かつ徹底し

た分別が行われており、この分別精度がリサイクル率に大きな影響を与えています。 

なお、不法投棄などの不適切な事象を防止するため、NTT 東日本では、NTT-ME と連携し、GPS と写真を活用したシステム

を構築し、排出場所から処分場に至るまでの適正な処理を確認しています。 

 

 

資源が循環している未来へ 

関連する GRI スタンダード ● 103-1,2  ● 301-1,2,3  
 ● 303-1,2,3 ● 306-1,2,3,4,5 
 
関連する SDGs    
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携帯電話のリサイクルプロセス 

携帯電話には、金、銀、銅、パラジウムなどが含まれており、鉱物資源の少ない日本にとっては貴重なリサイクル資源

といえます。そこで、NTT ドコモは 1998 年度から、全国約 2,300 店舗のドコモショップや各種イベントなどで、お客さま

から使用済み携帯電話の回収を行っています。2018 年度は約 591 万台※の携帯電話を回収し、累計では 1 億 1,136 万台に

達しました。 

2011 年度には、携帯電話に使用されるプラスチックを熱分解して燃料用油を生成するとともに、油化処理後の残さから

金、銀、銅などを回収するという、新しいリサイクルプロセスを導入しました。 

NTTドコモではこうした取り組みを通じて「都市鉱山からつくる！ みんなのメダルプロジェクト」に参画してきました。

皆さまのご協力により、取り組み 2 年間で累計約 621 万台を回収し、メダル製造に必要な金属量を集めることが出来まし

た。 

引き続きリサイクルの取り組みを継続し、持続可能な社会の実現に貢献していきます。 

※ 2015 年度からはリユースを目的とした回収台数を含んでいます。 

都市鉱山からつくる！ みんなのメダルプロジェクト https://medal-project.idc.nttdocomo.co.jp/ 

 

有害廃棄物の取り扱い 

NTT グループの事業から発生する有害廃棄物は、中継局の工事などで発生する廃棄物に含まれる廃石綿、PCB 含有トラン

ス・コンデンサなどの廃棄物、鉛バッテリーが該当します。これらは廃棄物の処理および清掃に関する法律（廃掃法）な

どの法令を遵守し、適切に処理されており、国外への排出実績はありません。PCB 使用機器や PCB 汚染物についても、PCB

特別措置法に則り、適正な保管・管理を徹底するとともに、安全かつ適正な処理を行っています。 

 

水の管理 
NTT グループの事業形態として、事業で水資源を消費することはほとんどありません。日本国内で 1 年間に消費される

水使用量※259 億 m3（生活用水＋工業用水）に対し、NTT グループによる取水量 628 万 m3は約 0.03%未満で、日本全国に分

散して使用しているため、取水により著しい影響を受ける水源はないと考えています。 

また、NTT グループは、中水や雨水を使用することで、上水の使用量を削減しています。 

化学物質を用いた研究活動を実施している研究機関では、個別に排水処理施設の設置や化学物質漏えい防止対策などを

実施しています。例えば、物性材料研究を行っている厚木研究開発センタにおいては、実験室から排出される薬品混入廃

液を浄化処理する廃液処理施設を設置しています。また、これら処理排水が法規制値以下の水質となっていることを、定

期的に水質監視して確認しています。 

なお、NTT グループでの重大な漏出の実績はありません。 
※ 国土交通省 Web サイトによる。平成 27 年の水使用実績（取水量ベース）は約 799 億㎥／年（生活用水約 148 億㎥、工業用水約 111 億㎥、農業用水約 540

億㎥） 

 

紙の管理とリサイクル 
NTT グループ全体での 2018 年度の紙の使用量は 3.8 万トンで、このうちの 7割以上を占める電話帳については、1999 年

以降、回収した古い電話帳を電話帳用紙に再生して新しい電話帳に利用する「クローズドループリサイクル」を確立して

います。また、純正パルプの使用量についても数値管理を行っています。 

また、インターネットビリングサービス※などの ICT 活用によって、社会全体の紙使用量の削減にも取り組んでいます。 

※ ご利用料金や状況をいつでもインターネットで確認できるサービス 
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基本的な考え方 

NTT グループの事業に欠かせない通信設備、とくに電柱、通信ケーブルなどは自然環境の中に設置しており、生態系に対

し少なからず影響を及ぼしています。また逆に、通信ケーブルなどがリスやカラスによってかじられ破損するなど、生態

系から影響を受けることもあります。 

生物多様性を含む生態系からの恵み（水や食料など）は、人類を含む生物全体にとって不可欠なものです。NTT グループ

は、社会活動を支える基盤である生態系の保全に、生態系と NTT グループ間の影響についても考慮しながら、取り組んで

います。 

 

推進体制 

「NTT グループ地球環境保護推進委員会」配下に、NTT の環境推進室担当部長を主査、持株会社と主要グループ会社 8社

の環境担当者をメンバーとした「自然共生検討 WG」を設け、NTT グループにおける生態系保全に関する施策を検討・推進

しています。 

 

主な取り組み 
データセンターをはじめとした建物設置時の環境アセスメント 

NTT グループは、データセンターなどの建物を新たに建設する際には、グループ独自の「建物グリーン設計ガイドライ

ン」に基づき、建物の敷地およびその周辺地域の歴史的、社会的、地理的、生物的な環境特性の把握に努め、必要に応じ

て設計に反映しています。 

例えば、近年情報通信インフラの中核となりつつあるデータセンターでは、地域固有の植生を生かした緑化に取り組ん

でいます。さらに、お客さまに新規データセンターの構築を提案する際は、「建築環境総合性能評価システム（CASBEE）※」

で最高評価となる Sランクの取得をめざした提案に努めています。 

このような環境への配慮と同時に、施工時には低騒音・低振動、地域美化などに配慮し、運用時には空調屋外機や非常

用発電機に近隣への排熱や騒音の影響を抑制するための工夫も施しています。 

※ CASBEE：建築環境総合性能評価システム。環境配慮性や室内の快適性、景観への配慮など、建物の品質を総合的に評価する仕組み 

 

生態系保全に向けた貢献活動 
ICT サービスを提供する企業として、その情報発信能力を活かした貢献活動にも取り組んでいます。例えば、使うことで

環境保護に貢献できるポータルサイト「緑の goo」のように、より広く社会に生物多様性の重要性を啓発する情報発信や交

流の支援に努めています。 

このほか、NTT グループ社員の力を結集して、植樹や里山保全などのさまざまな取り組みを全国各地で実施しています。 

 

 

  

自然と共生している未来へ 
関連する GRI スタンダード ● 103-1,2  ● 304-1,2,3,4  
  
関連する SDGs    
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環境パフォーマンスデータ 

環境マネジメント 

 単位 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 

ISO14001 認証取得状況（社員カバー率） ％ 43.7 46.7 47.1 47.9 45.1 

※ 集計範囲：B 

社会が低炭素化している未来へ 

 
単位 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 

GHG 直接排出量（スコープ 1） 万 t-CO2e 21.7 19.7 19 18.5 16.4 

GHG 間接排出量（スコープ 2）※2 万 t-CO2e 486 469 440 421 
329 

(414) 

事業活動にとも

なう CO2 排出量

※1、※2 

CO2排出量合計 

万 t-CO2 

507 487 458 438 
344 

(429) 

内 

訳 

電気の使用に伴う排出 483.6 466.5 437.5 418.3 
325.9 

(411.5) 

ガス・燃料の使用に伴う排出 15.9 13.9 13.4 13.5 11.8 

社用車の走行に伴う排出 4.7 4.2 3.8 3.3 3.1 

熱の使用に伴う排出 2.6 2.7 2.9 2.7 2.9 

CO2 以外の温室

効果ガス排出量

（CO2換算） 

CO2以外の温室効果ガス合計 

万 t-CO2e 

1.1 1.4 1.8 1.6 1.6 

内 

訳 

CH4（メタン） 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 

N2O（一酸化二窒素） 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 

HFC（ハイドロフルオロカーボン） 0.3 0.5 1.0 0.7 0.7 

PFC（パーフルオロカーボン） 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 

SF6（六フッ化硫黄） 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

NF3（三フッ化窒素） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

電力使用量 

購入電力量※2 

億 kWh 

89.5 87.4 83.6 82.3 
65.4 

(82.4) 

再生可能エネルギー・新エネルギー使

用量 
0.9 0.9 0.9 0.8 0.7 

総非再生可能エネルギー消費量※2、※3 億 kWh 101.1 97.7 93.6 92.0 
74.3 

(91.3) 

クリーンエネルギー発電量（太陽光、風力など） 万 kWh 617.3 542.8 520.4 582.2 585.8 

クリーンエネルギー発電機設置数（太陽光、風力など） 台 178 184 258 336 360 

低公害車の保有数（ハイブリッド車、電気自動車、天然ガ

ス自動車、メタノール車） 
台 1,685 1,906 2,065 2,181 2,317 

社用車の燃料使

用量 

ガソリン使用量 kl 16,235 14,642 12,545 10,631 10,111 

軽油使用量 kl 3,576 3,316 3,347 2,970 2,701 

石油ガス・天然ガス使用量 ㎥ 11,792 6,969 12,937 30,760 39,320 

※1 事業活動にともなう CO2排出量は、CO2以外の温室効果ガスを除いた値です。 

※2 NTT グループはほかの通信事業者やデータセンター事業者がサービスを展開するために必要な設備等を提供しており、これまでその設備等に必要な燃料

や電力は「地球温暖化対策の推進に関する法律」の報告方法に基づき NTT グループの排出量・使用量として公表してきましたが、環境省の「サプライチ

ェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン（Ver2.1）」に基づいた算定方法を確立したため、上記 CO2 排出量をスコープ 3 とし

て算定することとしました。これまでと同じ算出方法での排出量は( )内に記載しています。また、購入電力量と総非再生可能エネルギー消費量も同様

に、2018 年度からほかの通信事業者やデータセンター事業者の消費量を除いた数値を記載することとし、これまでと同じ範囲の数値は( )内に記載しま

す。 

※3 総非再生可能エネルギー消費量は購入電力量に、ガソリンや都市ガスなどの燃料消費量の Wh 換算値を加えた値です。サステナビリティレポート 2018 で

は購入電力量のみの値を報告していましたが、過去分も合わせて修正しました。 

※ 集計範囲：B 
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2018 年度スコープ 3排出量 

スコープ、カテゴリ 算出の範囲と方法 
排出量 

（万 t-CO2e） 

GHG 排出量（スコープ 1＋2＋3） － 2,069 

スコープ 1（直接排出） － 16 

スコープ 2（エネルギー利用にともなう間接排出） － 329 

スコープ 3（バリューチェーンからの間接排出） － 1,724 

 

カテゴリ 1 購入した製品・サービス 
お客さまに販売している機器、サービスを対象に、数

量・購入金額から算定 
297 

カテゴリ 2 資本財 通信設備などの設備を対象に、設備投資費用から算定 565 

カテゴリ 3 スコープ 1、2に含まれない燃料お

よびエネルギー関連活動 
エネルギー種別ごとの年間消費量から算定 38 

カテゴリ 4 輸送、配送（上流） 
委託輸送、およびお客さまに販売している機器の輸送

を対象に、重量・距離、または機器の数量から算定 
8 

カテゴリ 5 事業から出る廃棄物 種別ごとの廃棄物量から算定 1 

カテゴリ 6 出張 出張旅費支給額から算定 9 

カテゴリ 7 雇用者の通勤 交通費支給額から算定 6 

カテゴリ 8 リース資産（上流）※1 算定対象外※1 － 

カテゴリ 9 輸送、配送（下流）※2 算定対象外※2 － 

カテゴリ 10 販売した製品の加工※3 算定対象外※3 － 

カテゴリ 11 販売した製品の使用 
お客さまに利用いただいている通信サービスや機器を

対象に、サービス契約数、機器の数量・金額から算定 
538 

カテゴリ 12 販売した製品の廃棄 
お客さまに利用いただいている通信機器を対象に、サ

ービス契約数、機器の数量・金額から算定 
5 

カテゴリ 13 リース資産（下流） 
他事業者設備などで消費される電力量から算定 

リース物品の平均運用量から算定 
87 

カテゴリ 14 フランチャイズ 販売代理店を対象に、代理店の延べ床面積から算定 11 

カテゴリ 15 投資 
投資先のスコープ 1、2排出量のうち、株式の保有割合

に応じた排出量を算定 
159 

※1 カテゴリ 8（リース資産（上流））は、リース資産が使用する燃料や電力はスコープ 1 または 2 で算定済みのため、算定の対象外としました。 

※2 カテゴリ 9（輸送、配送（下流））は、自家物流や自社施設での排出（スコープ 1 または 2 で算定）、委託輸送（カテゴリ 4 で算定）がほとんどであ

ることから算定対象外としました。 

※3 カテゴリ 10（販売した製品の加工）については、NTT グループの主事業において、中間製品の加工を実施していないため、算定対象外としました。 

 

※ NTT グループでは、2013 年度実績値から、従来報告してきた「燃料などの使用による直接排出量（スコープ 1）」「電力などのエネルギー利用にとも

なう間接排出量（スコープ 2）」に加えて、通信キャリアとしては国内で初めて、スコープ 3 の 15 のカテゴリ全てについて排出量を算定・公表しまし

た。これらの算定は、環境省の「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン（Ver2.1）」に基づき実施していま

す。今後もスコープ 3 の算定・公表を継続しながら、データ収集の精度向上に努めます。 

※ 集計範囲：B 
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資源が循環している未来へ 

 
単位 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 

廃棄物の最終処分率 
廃棄物全体 ％ 0.88 0.82 1.03 1.18 0.91 

撤去通信設備 ％ 0.02 0.10 0.07 0.07 0.05 

最終廃棄量と排出量 

排出量 万 t 59.6 68.0 60.8 53.1 56.2 

リ
サ
イ
ク
ル
量 

リサイクル量合計 万ｔ 59.0 67.4 60.1 52.4 55.6 

内 

訳 

撤去通信設備 万ｔ 23.1 24.2 24.0 22.0 17.6 

建築廃棄物 万ｔ 15.6 24.4 17.5 13.3 22.3 

土木廃棄物 万ｔ 15.7 14.1 14.0 12.9 11.5 

オフィス廃棄物 万ｔ 3.7 3.7 3.6 3.3 3.0 

その他 万ｔ 0.9 1.0 1.0 0.8 1.2 

減量化（焼却）量 万ｔ 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 

最終廃棄（処分）量 万ｔ 0.5 0.6 0.6 0.6 0.5 

アスベスト排出量 

アスベスト排出量合計 t 29 15 18 19 6 

内

訳 

建物 t 9 6 5 4 4 

橋梁 t 20 9 12 15 2 

水資源使用量 

水使用量(上下水,中水,雨水合計） 万㎥ 1,239.1 1,168.1 1,242.2 1,259.1 1,206.6 

取水量（上水） 万㎥ － － － － 627.5 

中水＋雨水 
使用量 万㎥ 59.6 54.8 52.4 49.2 48.9 

使用率※ ％ 4.8 4.7 4.2 3.9 7.2 

純正パルプの使用量 

合計 万ｔ 2.2 2.1 1.9 1.7 1.4 

内

訳 

電話帳 万ｔ 1.3 1.5 1.3 1.2 0.9 

電報 万ｔ 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 

事務用紙 万ｔ 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 

請求書 万ｔ 0.6 0.4 0.4 0.3 0.3 

インターネットビリン

グサービスによる紙資

源の削減効果 

契約数 万件 3,766 3,728 3,607 3,536 3,371 

紙削減量 t 5,488 3,384 3,362 3,216 3,082 

※ 2017 年度までは水使用量（上下水、中水、雨水合計）に対する使用率を、2018 年度は上水、中水、雨水合計に対する使用率を示しています。 

※ 集計範囲：B 

 

自然と共生している未来へ 

 

 

 

   単位 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 

生物多様性保存プロジェクトへの支出額 百万円 105.0 488.0 421.4 544.7 
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安心・安全な 

コミュニケーション 

個人情報漏えい件数 

1 件 

100% 

4.4 万人 

セキュリティ人材数 

情報セキュリティの 

強化 

 

P049 

個人情報保護 P052 

通信サービスの安定性

と信頼性の確保 
P054 
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CSR 重点活動項目 中期目標 CSR 定量指標 目標値 
目標達

成年度 

実績（年度） 

2016 2017 2018 

情報セキュリティの強化 セキュリティ人材の育成を図る セキュリティ人材数 － － 3.1 万人 3.9 万人 4.4 万人 

個人情報保護 
個人情報の流出・漏えいを発生さ

せない 
個人情報の漏えい件数 0 件 － 4 件 2 件 1 件 

通信サービスの安定性と

信頼性の確保※3 

通信サービスを安定的に提供し、

重大通信災害を発生させない 

安定サービス提供率※１ 99.99％ － 99.99％ 100％ 100％ 

重大事故発生件数※２ 0 件 － 2 件 0 件 0 件 

 

※1 〔1－重大事故総影響時間（影響ご利用者様数×重大事故対象時間）／主要サービス提供総時間（ご利用者様数×24 時間×365 日）〕×100％ 

※2 電気通信役務の提供を停止または品質を低下させた、以下の条件を満たす事故の件数 

 緊急通報（110、119 など）を扱う音声サービス：1 時間以上かつ 3 万人以上 

 緊急通報を扱わない音声サービス：2 時間以上かつ 3 万人以上、または 1 時間以上かつ 10 万人以上 

 インターネット関連サービス（無料）：12 時間以上かつ 100 万人以上、または 24 時間以上かつ 10 万人以上 

 その他の役務：2 時間以上かつ 3 万人以上、または 1 時間以上かつ 100 万人以上 

※3 集計範囲：通信 4 社（NTT 東日本、NTT 西日本、NTT コミュニケーションズ、NTT ドコモ） 

  

安心・安全なコミュニケーション 



安心・安全なコミュニケーション 

049 

NTT Group Data Book 2019 

 

 

 

 

 

方針・考え方 

 社会経済のデジタル化の進展や国際情勢の変化を受け、サイバー攻撃をはじめとするセキュリティ脅威はますます高度

化・深刻化しています。このような中、ICT サービスインフラとお客さまの基本的な権利および自由、そして情報資産を守

り、デジタル経済の成長に向けた健全な基盤を提供することは NTT グループの責務です。 

 2018 年に策定した中期経営戦略を受け、セキュリティにおいても、デジタル経済のインフラを支え、自由、オープン、

安全な ICT 基盤の構築と発展に貢献することをミッションと定義し、お客さまと NTT 自身のデジタルトランスフォーメー

ションを実現すること、またお客さまから NTT グループを選んでいただける理由となることをビジョンとして掲げました。 

 これらの実現に向け、自らのスケールを活かした研究開発に取り組むこと、早期検知と対応能力に優れること、誠実さ

と高度な技能という価値を共有する人材群の育成に努めること、利益主義を超え社会に対して先導的な知見を発信するこ

とを柱に取り組んでいきます。 

 世界的にますます関心の高まる個人情報の適切な取り扱いや、国際的なイベントなどに合わせた大規模で高度なサイバ

ー攻撃に対する対策も重要です。NTT グループは、デジタル社会を創造するグローバルなコミュニティの一員として、セキ

ュリティ事業を通じて社会的課題の解決に貢献していきます。  

 

NTT グループ情報セキュリティポリシー 

 

私たち NTT グループは常に安心・安全なサービスを提供し続け、いつまでも皆様に信頼される企業でありつづけたいとの考え方のも

と、情報通信産業の責任ある担い手として、以下の方針に従い、情報セキュリティの確保に努めブロードバンド・ユビキタス社会の

健全な発展に貢献してまいります。 

 

1. ブロードバンド・ユビキタス社会における情報セキュリティの重要性を深く認識し、安心・安全で便利なコミュニケーションネ

ットワーク環境の構築に努め、情報セキュリティの確保に取り組んでまいります。 

2. 情報を保護することは、NTT グループの事業活動の基本であり、企業としての重要な社会的責任であることを NTT グループ会社

の役員・従業員が十分に認識し、通信の秘密の厳守はもとより個人情報保護法等の関連法令等を遵守してまいります。 

3. 情報セキュリティの管理体制を整備し、情報への不正なアクセス、情報の紛失・改ざん・漏洩の防止等に向けた物理面、システ

ム面での厳格なセキュリティ対策の実施、社員教育の徹底、委託先への適切な監督等、情報の保護に向けた必要な取り組みを継

続的に実施してまいります。 

 

NTT グループ情報セキュリティポリシー  https://www.ntt.co.jp/g-policy/index.html  

 

推進体制 

 NTT グループは、CISO（Chief Information Security Officer）を最高責任者とする情報セキュリティマネジメント体

制を整備し、情報セキュリティの管理を徹底しています。また、「グループ CISO 委員会」を設置し、グループにおける情

報セキュリティマネジメント戦略の策定や各種対策の計画・実施、人材の育成など、グループ各社と連携しながら取り組

んでいます。  

情報セキュリティの強化 
関連する GRI スタンダード ● 103-12,18 ● 203-2 
 ● 103-1,2 ● 418-1 
 
関連する SDGs    
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主な取り組み 

サービスセキュリティの強化 

重要な社会インフラであり、社会経済のデジタル化の基盤となる、安心・安全な情報通信サービスを提供するため、電

気通信設備、IT サービス環境、およびスマートシティやスマートビルディングなどのサービスの全てにおいて、セキュ

リティの強化に取り組んでいます。 

 

NTT グループにおけるグローバル連携 

グローバル事業の統合を受け、セキュリティにおいてもグローバル連携を進めています。多様な事業や地域を含む NTT

グループの連携にあたっては、リスクベースマネジメントの考え方と、共通言語となるフレームワークを導入し、「特定」

「防御」「検知」「対応」「復旧」の観点から、グループ共通の満たすべき基準を定めています。 

 

グローバルコミュニティへの参画と貢献 

米欧を中心に、各国政府や産業界のサイバーセキュリティ強化の取り組みに参画し、セキュリティ脅威情報やベストプ

ラクティスの共有と、互いに信頼し合える企業と組織によるコミュニティの形成に取り組んでいます。 

 

NTT グループのセキュリティ人材の育成 

グループ内のセキュリティ人材育成強化として、セキュリティ人材を、質・量ともに充実させることを目標に、人材タ

イプや人材レベルに応じた人材育成施策をグループ各社で推進しています。 

 

NTT グループのセキュリティ人材体系 
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研究開発の取り組み 

サービスセキュリティのための技術開発に加え、セキュリティ要素技術の開発にも力を入れています。新たに、世界レ

ベルの先駆的研究者を中心として、サイバーセキュリティと暗号技術に取り組むグローバル研究所を設立しました。 

 

CSIRT の運営 

NTT グループは、コンピュータセキュリティに係るインシデントに対応する組織（CSIRT：Computer Security Incident 

Response Team）として、2004 年に「NTT-CERT※1」を立ち上げ、グループに関連するセキュリティインシデント情報の受け

付け、対応支援、再発防止策の検討、トレーニングプログラムの開発およびセキュリティ関連情報の提供などに取り組ん

でいます。さらに、NTT グループのセキュリティ分野における取り組みの中核として、情報セキュリティに関する信頼でき

る相談窓口を提供し、NTT グループ内外の組織や専門家と協力して、セキュリティインシデントの検知、解決、被害極小化

および発生の予防を支援することにより、NTT グループおよび情報ネットワーク社会のセキュリティ向上に貢献していま

す。 

NTT-CERT は、US-CERT※2や JPCERT コーディネーションセンター※3と連携するとともに、FIRST※4や日本シーサート協議

会※5への加盟などにより国内外の CSIRT 組織と連携し、動向や対策法などの情報共有を図っています。また、内閣サイバ

ーセキュリティセンター（NISC）が主催する分野横断的演習にも参加し、ノウハウ共有・情報収集に努めています。加え

て、NTT-CERT はグループ各社の CSIRT 構築を推進し、対応能力の向上にも努めています。 

今後も、NTT-CERT は脆弱性や攻撃情報などの収集範囲を DarkWeb などにまで広げ、情報分析プラットフォームの強化、

サイバー脅威対応のさらなる自動化・高度化など、変化する脅威に継続的に対応していきます。 
※1 NTT-CERT https://www.ntt-cert.org/ 

※2 US-CERT：米国国土安全保障省（DHS）配下の情報セキュリティ対策組織 

※3 JPCERT コーディネーションセンター：インターネットを介して発生する侵入やサービス妨害などのコンピュータセキュリティインシデントについて、 

日本国内に関する報告の受け付け、対応の支援、発生状況の把握、手口の分析、再発防止のための対策の検討や助言などを、技術的な立場から行ってい

る組織 

※4 FIRST：Forum of Incident Response and Security Teams https://www.first.org/ 

※5 日本シーサート協議会 https://www.nca.gr.jp/  NTT-CERT は日本シーサート協議会の発起人 

 

NTT グループにおける CSIRT の取り組み 
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方針・考え方 

 NTT グループは、個人のお客さまから法人のお客さまに至るまで、多数の個人情報をお預かりしています。近年、お客さ

まからの個人情報保護への関心は高まる一方であり、また、2017 年の個人情報保護法の改正や 2018 年の EU（欧州連合）

の一般データ保護規則（GDPR）の施行など、法規制の面からも個人情報保護や情報管理の徹底の重要性がますます高まっ

ています。 

 このような中、個人情報の漏えいが発生することは、NTT グループの企業価値のき損やお客さまの流出など、事業運営に

さまざまな影響を及ぼす可能性があり、最重要事項として個人情報の管理を徹底していく必要があります。 

 

推進体制 

 NTT グループは、「NTT グループ情報セキュリティポリシー」のもと、お客さまや株主の皆さまの個人情報保護に関する

方針や、マイナンバー制度にともなう特定個人情報の保護に関する方針などを Web サイト上で公開しています。これらの

方針では、NTT グループがお預かりしている個人情報の開示・訂正・利用停止などのお申し出に対応するための手続きにつ

いても定めています。また、セキュリティマネジメント体制としては、NTT において情報セキュリティの最高責任者として

CISO（Chief Information Security Officer）を設置し、NTT グループとしての情報セキュリティを徹底しています。（P049

参照） 

 

NTT の個人情報保護に関する方針 

お客様個人情報の保護に関する方針  https://www.ntt.co.jp/kojinjo/okyaku.html  

株主様個人情報の保護に関する方針  https://www.ntt.co.jp/kojinjo/kabu.html  

お取引先等特定個人情報等の保護に関する方針 https://www.ntt.co.jp/kojinjo/okyaku-m.html  

株主様特定個人情報等の保護に関する方針   https://www.ntt.co.jp/kojinjo/kabu-m.html  

 

主な取り組み 
NTT では、お客様個人情報の取り扱いにあたり、組織的安全管理措置、人的安全管理措置、物理的安全管理措置、技術

的安全管理措置を講じています。  

（1） 組織的安全管理措置 

 委員会や各組織の管理責任者などの管理体制の構築、社内規程の整備、管理台帳やプロセス管理表などのステー

トメントの作成、さらに継続的な改善など組織的な管理体制を構築しています。 

（2） 人的安全管理措置 

 役員、社員、派遣社員を問わず、お客様個人情報を取り扱う全ての従業者に、お客様個人情報保護の重要性を周

知・啓発し、守秘義務契約の締結とともに必要な監査・監督を行い、その実効性を担保します。 

（3） 物理的安全管理措置 

 お客様個人情報を取り扱う建物やフロアの入退室管理、盗難等の防止、火災・落雷等によるお客様個人情報のき

損に対する対策、システムや文書の持ち出し・移送・保管時における施錠などの諸対策を講じます。 

（4） 技術的安全管理措置 

 個人データにアクセスする場合の認証・権限管理・制御・記録などのアクセス管理、システムへの不正ソフトウ

ェア対策やウィルス対策、暗号化や責任の明確化などによる移送・送受信時の対策、情報システムの監視などの

技術的安全管理措置を講じます。 

国内グループ各社では、改正個人情報保護法に基づき、それぞれの事業に合わせた個人情報保護体制を確立していま

す。具体的には、各種社内ルールを規程・規則として定め、適切な運用を図るために社員に対する研修を実施するととも

に、情報セキュリティ管理を推進する組織を設置しています。また、情報への不正なアクセス、情報の紛失・改ざん・漏

えいの防止、ウィルス対策や外部への情報持ち出しなどを管理するセキュリティ対策システムを導入し、物理面、システ

ム面での厳格なセキュリティ対策を行うとともに、委託先への適切な監督など、情報保護に向けた取り組みを継続的に実

施しています。 

また、グローバルに事業を展開している NTT グループ各社においては各国の法規制にしたがって対応しています。2018

年 5 月に施行されたＥＵの一般データ保護規則（GDPR）への対応にあたっては、NTT グループ間で議論し規則の遵守を推

進するとともに、NTT グループ各社において、個人情報の取得時やＥＵ域外への移転にともなう必要な措置を行い、国内

外の NTT グループ会社間での社員情報の共有についても、同規則や各国の法規制を踏まえた対応を進めています。 

個人情報保護 
関連する GRI スタンダード ● 103-1,2 ● 481-1 
 
関連する SDGs    
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個人情報対応窓口の設置 

NTT において「お客様個人情報対応窓口」を設けるとともに、NTT グループ各社において各種サービスなどの個人情報

に関するお問い合わせ窓口を設けています。なお、NTT は持株会社のため電気通信サービスの提供を行っておらず、サー

ビスの提供などに係る個人情報に関するお問い合わせについてはサービスを提供している各事業会社の窓口にお問い合わ

せいただいています。 

また、法令等に基づく個人情報に関する照会などがあった場合の対応についても、各事業会社の情報セキュリティの責

任者の責任のもと実施しています。 

 

日本電信電話株式会社 お客様個人情報対応窓口 

電話番号 03-3201-1198 （営業時間 10 時～12 時、13 時～17 時 / 土曜・日曜・祝日・年末年始を除く） 

https://www.ntt.co.jp/kojinjo/okyaku.html 
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方針・考え方 

 災害時の救助・復旧活動をはじめ、公共秩序の維持に必要な重要通信、110 番・119 番・118 番といった緊急通信の確保

は、人命にも大きく関わります。とくに日本は地震や台風といった自然災害が多く、甚大な被害をもたらした東日本大震

災では、通信の重要性があらためて認識されました。首都直下型地震や南海トラフ地震などの発生も想定される中、こう

した起こりうる災害に備え、通信の安定性と信頼性を確保することがますます求められています。 

 NTT グループは、「重要通信の確保」「サービスの早期復旧」「ネットワークの信頼性向上」を災害対策の基本と位置づけ、

東日本大震災以降はこれらをさらに強化しています。 

 

NTT グループの「災害対策に関わる基本方針」 

 

 

推進体制 

NTT、NTT 東日本、NTT 西日本、NTT コミュニケーションズ、NTT ドコモの 5 社は災害基本法における指定公共機関とし

て、防災に関して取るべき措置を定め、円滑かつ適切な災害対策を遂行するために、「防災業務計画」を定めています。 

 通信サービスが途絶えないよう、通信伝送路の多ルート化や通信ビル・通信基地局の停電対策、通信ビルの耐震性強化

などを図り、通信の信頼性向上に努めています。また、移動電源車などの災害対策機器を充実させて全国に配備するとと

もに、大規模災害を想定した訓練も繰り返し実施しています。そして災害発生時には、災害対策本部などの非常態勢を速

やかに構築し、緊急通信や重要通信を確保できるよう、日々対策に取り組んでいます。 

 

主な取り組み 
重要通信の確保 

NTT グループは、災害時に必要な通信を確保するため、被災地での特設公衆電話の設置や携帯電話などの貸し出し、被

災地の方の安否を確認するための手段の提供など、さまざまな取り組みを実施しています。あわせて、110 番・119 番・

118 番などの緊急通報回線の被災に備え、警察本部・消防本部・海上保安本部などの指令台まで複数ルートの回線を設置

するなどの対策を行っています。 

さらに、大規模災害が発生した際、交通機関遮断などの社会的混乱が予想されます。その際、各通信事業者における携

帯電話および固定電話の通話規制状況などを総合的に勘案し、必要と判断される場合には、公衆電話から発信する際の通

話料などを無料化※しています。 
※ 通話料を設定している事業者においては通話料を無料とし、接続料を設定している事業者においては接続料を事業者間で精算しない扱いとしていま

す。具体的な事業者名などについては下記 Web サイトをご確認ください。 

NTT 東日本エリアの公衆電話の無料化措置について  http://www.ntt-east.co.jp/info-st/saigai/index.html 

NTT 西日本エリアの公衆電話の無料化措置について  https://www.ntt-west.co.jp/ptd/basis/disaster.html 

 

通信サービスの安定性と信頼性の確保 

関連する GRI スタンダード ● 103-1,2 ● 417-1 
 ● 203-1 
 
関連する SDGs    
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災害発生時の安否確認や情報収集を容易にするサービスの提供 

大規模な災害が発生し、被災地への電話がつながりにくい状況が発生した場合などには、被災地との安否確認手段とし

て、電話により音声の伝言をお預かりする「災害用伝言ダイヤル（171）」、携帯電話から文字による伝言をお預かりする

「災害用伝言板（iモード/sp モード）」、携帯電話から音声メッセージで安否情報をお届けする「災害用音声お届けサー

ビス（iモード/sp モード/mopera U）」、インターネット経由でテキストによる伝言をお預かりする「災害用伝言板

（web171）」を提供しています。災害発生時などに、これらの安否確認手段を開設した場合には、速やかに報道機関や

Web サイトなどを通じて、お客さまへお知らせしています。 

「災害用伝言板（web171）」と「災害用伝言板（iモード/sp モード）」は、検索機能を連携させることで、当該サービ

スを提供する各社に登録された内容を、いずれの提供事業者のサービスからも参照することが可能になったほか、安否情

報登録時に指定された通知先へメールや音声で通知を行う機能があります。また、「災害用伝言板（web171）」は英語・中

国語・韓国語、「災害用伝言板（iモード/sp モード）」は英語に対応し、登録可能な伝言数や保存期間を拡大するなど、

利便性向上を図っています。 

 

通信サービスの安定性と信頼性確保 

NTT グループは、移動電源車やポータブル衛星装置などの機動性のある機器の配備や機能の高度化、各地域での防災訓

練に参加するなど、通信サービスの早期復旧に努めています。また、災害に強い通信設備の構築に取り組むとともに、通

信ネットワークが常に正常に機能するよう、定期的な安全パトロールや予防保全的な装置交換など保守・運用にも万全な

体制で臨むことで、災害に強い通信ネットワーク・設備づくりに努めています。 

 

通信設備の耐災性確保 

通信設備や建物、鉄塔などは、地震・風水害・火災・停電などさまざまな災害を想定した設計基準を定め、耐災性を確

保しています。 

例えば、NTT の通信ビルや鉄塔は、震度 7クラスの地震や風速 60 メートル/s の大型台風にも耐えられるように設計し

ています。津波や洪水などによる浸水を防ぐため、立地条件に合わせて水防扉なども設置し、通信設備への浸水防止を図

っています。また、通信機械室には防火シャッターや防火扉を設置しています。さらに、突然の停電時にも電力を長時間

確保できるよう、通信ビルや通信基地局には予備電源を設置し、万一の際は移動電源車から配電・給電できるよう万全の

対策を講じています。その他通信サービスが途絶えないよう中継伝送路の多ルート化を実施するとともに、災害時などに

おいてひとつの基地局で大きなエリアをカバーできる大ゾーン携帯基地局の設置、非常用電源の燃料タンクの設置などに

も取り組んでいます。 

  

携帯電話基地局・端末の運用（NTT ドコモ） 

電波の人体への影響については、これまで 50 年以上にわたり世界各国で研究が行われ、日本をはじめ世界では、電波

を安全に利用するための基準や制度が設けられています。 

日本では 1990 年に郵政省（現在の総務省）が過去 40 年にわたる国内外の研究結果に基づいて、電波の人体に対する安

全性基準を「電波防護指針」として定めています。同指針の基準値は世界保健機関（WHO）が推奨する国際的な指針と同

等で、この基準値以下の強さの電波は健康に悪影響を及ぼすおそれはないと世界的にも認識されています。 

NTT ドコモの携帯電話基地局ならびに端末は、同指針の基準値を下回るレベルで運用しています。電波防護指針のもと

で制定された関係法令を遵守し、サービスを提供しており、安心して携帯電話をご利用いただけます。 

NTT ドコモ「電波の安全性について」  https://www.nttdocomo.co.jp/corporate/csr/network/radio/safe.html 
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企業統治体制の全体像 

基本方針 

株主や投資家の皆さまをはじめ、お客さまやお取引先、従業員などさまざまなステークホルダー（利害関係者）の期待

に応えつつ、企業価値の最大化を図るためには、コーポレート・ガバナンスが有効に機能するよう「コーポレートガバナ

ンス・コード」の各原則の趣旨を踏まえ、体制を強化していくことが重要だと考えています。新たな中期経営戦略「Your 

Value Partner 2025」に基づき、「Your Value Partner」としてパートナーの皆さまとともに社会的課題の解決をめざす活

動を推進するために、経営の健全性の確保、適正な意思決定と事業遂行の実現、アカウンタビリティ（説明責任）の明確

化、コンプライアンスの徹底を基本方針として取り組んでいます。 

 

コーポレート・ガバナンス体制の概要 

業務執行を適切に監督する機能を強化するため、独立社外取締役を複数人選任するとともに、独立社外監査役が過半数

を占める監査役会を設置することにより監査体制の強化を図っています。また、グループ経営の推進に向けた適切な意思

決定を行うため、会社経営・グループ経営に関する重要事項を審議する各種会議、委員会を必要に応じて設置しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各種会議名   概要 

取締役会 原則として毎月 1 回、定例取締役会を開催するとともに、必要のある都度臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項、および

会社経営・グループ経営に関する重要事項等、「取締役会規則」に定めた事項を決定するとともに、取締役から定期的に職務執行状

況の報告を受けることなどにより、取締役の職務執行を監督しています。 

監査役会 業務執行者とは異なる独立した立場から業務監査および会計監査を実施し、取締役の職務執行状況を監査しています。 

人事・報酬委員会 客観性・透明性の向上を目的に、取締役会の事前審議機関として独立社外取締役 2 人を含む 4 人の取締役で構成される「人事・報

酬委員会」を設置し、同委員会の審議を経て取締役会にて決定しています。 

幹部会議 会社の重要な意思決定にあたっては、原則として、社長、副社長、常勤取締役およびスタッフ組織の長で構成する「幹部会議」にお

いて審議した上で決定することとし、週 1 回程度開催しています。なお、意思決定の透明性を高めるため、「幹部会議」には監査役

1 人も参加しています。 

各種委員会 「幹部会議」のもとには、会社経営戦略およびグループ経営戦略に関して課題ごとに議論する委員会を設置しています。各委員会

は原則として社長・副社長を委員長とし、関係する取締役等が参加し、年間を通じて必要に応じて開催しています。 

 

主な各種委員会の設置状況 

委員会名 概要 

CSR 委員会 グループ CSR の基本戦略、取り組みテーマの策定、CSR に関する報告書基本方針の策定 

企業倫理委員会 企業倫理の確立、綱紀の保持の徹底 

人権啓発推進委員会 人権啓発推進体制の確立および差別事件等に対する対応 

B2B2X 戦略委員会 B2B2X ビジネス推進に関する戦略策定、モニタリング 

技術戦略委員会 R&D ビジョン、技術開発戦略、R&D 提携戦略の策定 

投資戦略委員会 大型出資案件等に関する投資戦略の策定 

財務戦略委員会 財務に関する基本戦略、財務諸課題への対応方針の策定 

ビジネスリスクマネジメント推進委員会 会社運営に関わる新たなビジネスリスクへの対処に向けた危機管理 

ディスクロージャー委員会 年次報告書の記載方針等の策定 

内部統制委員会 グループ全体の財務報告に係る内部統制に関する課題への対応、モニタリング 

グループ CIO 委員会 グループ全体の IT 方針の協議やグループ全体の最適に向けたシステム開発の調整等 

グループ CISO 委員会 グループにおける情報セキュリティマネジメント戦略の策定 

 

コーポレート・ガバナンス 
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取締役会 
（2019 年 6 月 30 日現在） 

氏名 役職 
在任 

年数 
持株数 

出席 

回数 
略歴 重要な兼職 

篠原 弘道 取締役会長 

取締役会議長 

10 

 

19,600 13 1978 年 4 月 日本電信電話公社入社 

2009 年 6 月 当社 取締役 研究企画部門長 

2011 年 6 月 当社 取締役 研究企画部門長 情報流通基盤総合研究所

長 兼務 

2011 年 10 月 当社 取締役 研究企画部門長 

2012 年 6 月 当社 常務取締役 研究企画部門長 

2014 年 6 月 当社 代表取締役副社長 研究企画部門長 

2018 年 6 月 当社 取締役会長（現在に至る） 

なし 

澤田 純 代表取締役社長 5 15,400 13 1978 年 4 月 日本電信電話公社入社 

2008 年 6 月 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 

 取締役 経営企画部長 

2011 年 6 月 同社 常務取締役 経営企画部長 

2012 年 6 月 同社 代表取締役副社長 経営企画部長 

2013 年 6 月 同社 代表取締役副社長 

2014 年 6 月 当社 代表取締役副社長 

2018 年 6 月 当社 代表取締役社長（現在に至る） 

2018 年 8 月 NTT 株式会社 代表取締役社長（現在に至る） 

NTT（株）代

表取締役社長 

島田 明 代表取締役副社長 

事業戦略担当 

リスクマネジメン

ト担当 

7 9,804 13 1981 年 4 月 日本電信電話公社入社 

2007 年 6 月 当社 経営企画部門 担当部長 

2007 年 7 月 西日本電信電話株式会社 財務部長 

2009 年 7 月 東日本電信電話株式会社 総務人事部長 

2011 年 6 月 同社 取締役 総務人事部長 

2012 年 6 月 当社 取締役 総務部門長 

2015 年 6 月 当社 常務取締役 総務部門長 

2018 年 6 月 当社 代表取締役副社長（現在に至る） 

2018 年 8 月 NTT 株式会社 取締役副社長（現在に至る） 

NTT（株）代

表取締役副社

長 

井伊 基之 代表取締役副社長 

技術戦略担当 

国際標準化担当 

1 6,900 10 1983 年 4 月 日本電信電話公社入社 

2011 年 6 月 東日本電信電話株式会社 取締役 ネットワーク事業推

進本部 設備部長 

 ネットワーク事業推進本部 企画部長兼務 

2013 年 7 月 同社 取締役 ネットワーク事業推進本部 設備企画部長 

2014 年 6 月 同社 取締役 ビジネス＆オフィス営業推進本部長 

2015 年 6 月 同社 代表取締役常務取締役 ビジネス＆オフィス営業

推進本部長 

2016 年 6 月 同社 代表取締役副社長 ビジネス＆オフィス営業推進

本部長 

2017 年 7 月 同社 代表取締役副社長 ビジネスイノベーション本部

長 

2018 年 6 月 当社 代表取締役副社長 技術企画部門長 

2019 年 6 月 NTT アノードエナジー株式会社 代表取締役社長（現在に

至る） 

2019 年 6 月 当社 代表取締役副社長（現在に至る） 

NTT アノード

エナジー

（株）代表取

締役社長 

奥野 恒久 常務取締役 

グローバルビジネ

ス推進室長 

7 6,300 13 1983 年 4 月 日本電信電話公社入社 

2007 年 7 月 当社 中期経営戦略推進室 担当部長 

2008 年 6 月 当社 新ビジネス推進室 国際室長 

2011 年 1 月 Dimension Data Holdings plc 取締役 

2011 年 6 月 当社 グローバルビジネス 推進室長 

2012 年 6 月 当社 取締役 グローバルビジネス推進室長 

2016 年 6 月  NTT セキュリティ株式会社 取締役（現在に至る） 

2018 年 6 月  当社 常務取締役 グローバルビジネス推進室長（現在に

至る） 

2018 年 8 月 NTT 株式会社 取締役（現在に至る） 

2019 年 7 月 NTT Ltd.取締役会長（現在に至る） 

NTT（株）取

締役 

 

NTT セキュリ

ティ（株） 

取締役 

 

NTT Ltd.取締

役会長 

栗山 浩樹 常務取締役 

新ビジネス推進室

長 

2020 準備担当 

5 5,170 13 1985 年 4 月 当社入社 

2003 年 2 月 当社 第一部門 担当部長 

2005 年 5 月 当社 中期経営戦略推進室 担当部長 

2008 年 6 月 当社 経営企画部門 担当部長 

2012 年 6 月 当社 総務部門秘書室 担当部長 

2014 年 6 月 当社 取締役 新ビジネス推進室長 

2019 年 6 月 当社 常務取締役 新ビジネス推進室長（現在に至る） 

なし 

廣井 孝史 取締役 

財務部門長 

4 4,500 13 1986 年 4 月 当社入社 

2005 年 5 月  当社 中期経営戦略推進室 担当部長 

2008 年 6 月  当社 新ビジネス推進室 担当部長 

2009 年 7 月  当社 経営企画部門 担当部長 

2014 年 6 月  当社 財務部門長 

2015 年 6 月  当社 取締役 財務部門長（現在に至る） 

なし 
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氏名 役職 
在任 

年数 
持株数 

出席 

回数 
略歴 重要な兼職 

坂本 英一 取締役 

総務部門長 

3 4,000 13 1986 年 4 月  当社入社 

2005 年 10 月 東日本電信電話株式会社 経営企画部 経営管理部門長 

2009 年 7 月  同社 経営企画部 企画部門長 

2011 年 7 月  当社 経営企画部門 広報室長 

2015 年 6 月  株式会社 NTT ドコモ 執行役員 法人ビジネス戦略部長 

2016 年 6 月  当社 取締役 経営企画部門長 

2016 年 6 月  東日本電信電話株式会社 取締役（現在に至る） 

2018 年 6 月  当社 取締役 総務部門長（現在に至る） 

東日本電信電

話（株） 取

締役 

川添 雄彦 取締役 

研究企画部門長 

1 2,200 10 1987 年 4 月  当社入社 

2003 年 8 月  当社 サイバーコミュニケーション総合研究所 サイバ

ースペース研究所 主幹研究員 

2007 年 10 月  当社 サイバーコミュニケーション総合研究所 サイバ

ーソリューション研究所 主幹研究員 

2008 年 7 月  当社 研究企画部門 担当部長 

2014 年 7 月  当社 サービスイノベーション 総合研究所 サービスエ

ボリューション研究所長 

2016 年 7 月  当社 サービスイノベーション 総合研究所長 

2018 年 6 月  当社 取締役 研究企画部門長（現在に至る） 

なし 

北村 亮太 取締役 

経営企画部門長 

1 1,800 10 1988 年 4 月  当社入社 

2003 年 10 月  東日本電信電話株式会社 経営企画部 担当部長 

2011 年 6 月  同社 経営企画部 営業企画部門長 

2015 年 7 月  当社 経営企画部門 担当部長 

2018 年 6 月  西日本電信電話株式会社 取締役（現在に至る） 

2018 年 6 月  当社 取締役 経営企画部門長（現在に至る） 

西日本電信電

話（株） 取

締役 

岡 敦子 取締役 

技術企画部門長 

- 0 - 1988 年 4 月  当社入社 

2006 年 8 月  エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 ネッ

トビジネス事業本部 IP サービス部 担当部長 

2010 年 7 月  エヌ・ティ・ティ・ナビスペース株式会社 代表取締役社

長 

2012 年 7 月  エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 経営

企画部統合カスタマポータル開発タスクフォース担当

部長 

2015 年 8 月  同社 経営企画部 IoT 推進室長 

2017 年 7 月  エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社 取締役 ビジネス

プラットフォーム事業部長 

2017 年 10 月  同社 取締役 ソリューション事業部長 

2019 年 6 月  当社 取締役 技術企画部門長（現在に至る） 

なし 

白井 克彦 独立社外取締役 7 4,300 13 1965 年 4 月  早稲田大学 第一理工学部助手 

1968 年 4 月  同 理工学部専任講師 

1970 年 4 月  同 理工学部助教授 

1975 年 4 月  同 理工学部教授 

1994 年 11 月  同 教務部長 兼 国際交流センター所長 

1998 年 11 月  同 常任理事 

2002 年 11 月  同 総長 

2010 年 11 月  同 学事顧問 

2011 年 4 月  放送大学学園 理事長 

2012 年 6 月  当社 取締役（現在に至る） 

2012 年 6 月 株式会社ジャパンディスプレイ 取締役 

2016 年 11 月  早稲田大学 名誉顧問（現在に至る） 

早稲田大学 

名誉顧問 

榊原 定征 独立社外取締役 7 9,500 13 1967 年 4 月  東洋レーヨン株式会社（現 東レ株式会社）入社 

1994 年 6 月  同社 経営企画第 1 室長 

1996 年 6 月  同社 取締役 

1998 年 6 月  同社 常務取締役 

1999 年 6 月  同社 専務取締役 

2001 年 6 月 同社 代表取締役副社長 

2002 年 6 月  同社 代表取締役社長 

2010 年 6 月  同社 代表取締役 取締役会長 

2010 年 6 月  株式会社商船三井 取締役 

2012 年 6 月  当社 取締役（現在に至る） 

2013 年 6 月  株式会社日立製作所 取締役 

2014 年 6 月  一般社団法人 日本経済団体連合会 会長 

2014 年 6 月  東レ株式会社 取締役会長 

2015 年 6 月  同社 相談役最高顧問 

2017 年 6 月  同社 相談役 

2018 年 8 月  同社 特別顧問 

2019 年 3 月 株式会社シマノ 取締役（現在に至る） 

2019 年 5 月 株式会社ニトリホールディングス 取締役（現在に至

る） 

（株）シマノ

社外取締役 

 

（株）ニトリ

ホールディン

グス 取締役 
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氏名 役職 
在任 

年数 
持株数 

出席 

回数 
略歴 重要な兼職 

坂村 健 独立社外取締役 - 300 - 2000 年 4 月  東京大学大学院 教授（情報学環・学際情報学府） 

2002 年 1 月  YRP ユビキタス・ネットワーキング研究所 所長（現在に

至る） 

2009 年 4 月  東京大学大学院 情報学環 ユビキタス情報社会基盤研

究センター長 

2014 年 10 月  一般社団法人オープン＆ビッグデータ活用・地方創生推

進機構理事長（現在に至る） 

2017 年 4 月  東洋大学 情報連携学部 教授 学部長（現在に至る） 

 同 学術実業連携機構機構長 

2017 年 6 月  東京大学 名誉教授（現在に至る） 

2019 年 6 月  当社 取締役（現在に至る） 

東洋大学 学

部長 

 

東京大学 名

誉教授 

 

 

武川 恵子 独立社外取締役 - 0 - 2008 年 7 月 内閣府 大臣官房審議官 

 （共生社会政策担当 兼 大臣官房担当） 

2009 年 7 月  同 大臣官房審議官（男女共同参画局担当） 

2012 年 12 月  同 政府広報室長 

2014 年 7 月  同 男女共同参画局長 

2019 年 4 月  昭和女子大学 教授 （現在に至る） 

2019 年 6 月  当社 取締役（現在に至る） 

2019 年 6 月 三井金属鉱業株式会社 監査役（現在に至る） 

昭和女子大学 

教授 

 

三井金属鉱業

（株） 監査役 

 

取締役会の活動および実効性評価 

NTT の取締役会は、社長・副社長・常勤取締役およびスタッフ組織の長で構成する「幹部会議」や、社長・副社長を委員

長とし関係する取締役等が参加する各種の委員会の審議を経て、グループ経営に係る重要事項等を決定するとともに、各

取締役の職務執行の状況をモニタリングしています。 

2018 年度は、「NTT グループ中期経営戦略『Your Value Partner 2025』の策定と公表について」や「グローバル持株会

社の設立および関連子会社の移管について」等の会社経営・グループ経営に関する重要事項を中心に、活発な議論が行い

ました。また、従来の取締役会付議案件の独立社外取締役への事前説明に加え、2018 年度は当面の課題や検討状況等につ

いて代表取締役から取締役会後に説明し、執行の注力内容と取り組み趣旨の明確化に努めることで、取締役会の監督機能

の強化を図りました。 

さらには、独立社外取締役に当社の事業をより深く理解してもらえるように、主要な子会社の経営陣と各社の経営戦略

について意見交換を実施するとともに、当社が力を入れている研究開発に関する展示会に参加いただき、先端の研究成果

等について説明しました。ほかにも、独立社外取締役と監査役、独立社外取締役と代表取締役、独立社外取締役と国内外

の主要グループ会社経営陣、および当社と主要なグループ会社の独立社外取締役等との間で、NTT グループの経営課題に

ついて適宜意見交換を行いました。 

これらの意見交換会において、独立社外取締役および監査役から、当社の取締役会等に関し、十分な情報提供と活発な

議論が行われており、実効性が確保できているとのご意見をいただいています。 

また、2018 年度は取締役会の継続的な実効性向上を通じて経営ガバナンスを強化する目的で、全取締役を対象に取締役

会に関するアンケート調査を行い、取締役会としての実効性評価を実施しました。取締役会の役割と責務、構成、運営と

いった観点での質問を行い、第三者機関を通じて取りまとめた結果、8割の設問で肯定的意見が多数を占めており、取締役

会に期待される重要な役割・責務が十分に果たされていることを確認しました。 

なお、「社外取締役の人数を増やすべき」「取締役の多様性を確保すべき」といった意見もあったため、2019 年 6 月 25 日

開催の株主総会を経て、取締役 3 人が就任しており、これにより独立社外取締役は 2 人増員され、女性取締役 2 人が初め

て就任しています。 

こうした取り組みを踏まえ、当社としては、取締役会の実効性は確保されていると評価しています。 

 

取締役の選任方針・選任手続 

NTT グループは、信頼され選ばれ続ける「Your Value Partner」として、お客さまに対してワールドワイドに新たな価値

を創造することを通じて、社会的課題の解決と安心・安全で豊かな社会の実現に寄与していきます。その価値観を共有で

きる人材を NTT グループ全体のトップマネジメント層にグループ内外から幅広く選任していくこととしています。 

取締役候補は、NTT グループ全体の企業価値の向上のために、グループトータルの発展に寄与する幅広い視野と経験を

有し、マネジメント能力とリーダーシップに優れ、経営センスと意欲のある人材を選任しています。 

なお、業務執行の監督機能を強化する観点から、一般株主と利益相反を生じるおそれのない人材を独立社外取締役とし、

原則、複数人選任します。 

取締役候補の選任手続については、「人事・報酬委員会」の審議を経て取締役会で決議し、株主総会に付議することとし

ています。 
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監査役会 
（2019 年 6 月 30 日現在） 

氏名 役職 
在任 

年数 
持株数 

出席回数 
略歴 

重要な 

兼職 
取締

役会 

監査

役会 

井手 明子 常勤監査役 5 10,200 13 24 1977 年 4 月 日本電信電話公社入社 

2003 年 6 月  株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（現 株式会

社 NTT ドコモ）お客様サービス部長 

2004 年 9 月  同社 お客様サービス部長 情報セキュリティ部

長兼務 

2005 年 6 月  同社 お客様サービス部長 

2006 年 4 月 同社 社会環境推進部長 

2006 年 6 月  同社 執行役員 社会環境推進部長 

2008 年 7 月  同社 執行役員 中国支社長 

2012 年 6 月  同社 執行役員 情報セキュリティ部長 

2013 年 5 月  らでぃっしゅぼーや株式会社 代表取締役社長 

2013 年 6 月  株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（現 株式会

社 NTT ドコモ）執行役員 コマース事業推進担当 

2014 年 6 月  当社 常勤監査役（現在に至る） 

2018 年 8 月 NTT 株式会社 監査役（現在に至る） 

NTT（株）監

査役 

前澤 孝夫 常勤監査役 3 

 

9,704 

 

13 

 

24 

 

1978 年 4 月  日本電信電話公社入社 

2006 年 6 月  エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会

社 ヒューマンリソース部長 研修センタ所長 

 総務部長兼務 

2008 年 6 月  同社 取締役 法人事業本部 副事業本部長 

2011 年 6 月  同社 常務取締役 法人事業本部 副事業本部長 

2011 年 8 月  同社 常務取締役 第二営業本部長 

2012 年 6 月  株式会社エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケ

ーションズ 代表取締役社長 

2016 年 6 月 当社 常勤監査役（現在に至る） 

2018 年 8 月 NTT 株式会社 監査役（現在に至る） 

NTT（株）監

査役 

飯田 隆 独立社外監査役 5 3,200 13 24 1974 年 4 月  弁護士登録（第二東京弁護士会）（現在に至る） 

 森綜合法律事務所（現 森・濱田松本法律事務所）

入所 

1991 年 4 月  第二東京弁護士会 副会長 

1997 年 4 月  日本弁護士連合会 常務理事 

2006 年 4 月  第二東京弁護士会 会長 

2006 年 4 月  日本弁護士連合会 副会長 

2012 年 1 月  宏和法律事務所開設（現在に至る） 

2012 年 6 月  株式会社島津製作所 監査役（現在に至る） 

2013 年 6 月 株式会社ジャフコ 監査役 

2013 年 6 月  アルプス電気株式会社（現 アルプスアルパイン

株式会社）取締役（現在に至る） 

2014 年 6 月  当社 監査役（現在に至る） 

弁護士 

 

（株）島津

製作所 社外

監査役 

 

アルプスア

ルパイン

（株）社外

取締役 

神田 秀樹 独立社外監査役 - 

 

0 

 

- 

 

- 

 

1977 年 4 月  東京大学 法学部助手 

1980 年 4 月  学習院大学 法学部講師 

1982 年 4 月  同 助教授 

1988 年 4 月  東京大学 法学部助教授 

1991 年 4 月  同大学院 法学政治学研究科助教授 

1993 年 5 月  同 法学政治学研究科教授 

2016 年 4 月  学習院大学大学院 法務研究科教授（現在に至

る） 

2016 年 6 月  東京大学 名誉教授（現在に至る） 

2017 年 6 月  三井住友信託銀行株式会社 社外取締役（現在に

至る） 

2019 年 6 月  当社 監査役（現在に至る） 

学習院大学

大学院 教授 

 

東京大学 名

誉教授 

 

三井住友信

託銀行

（株）取締

役 

 

鹿島 かおる 独立社外監査役 - 

 

0 

 

- 

 

- 

 

1981 年 11 月  昭和監査法人（現 EY 新日本有限責任監査法人）

入社 

1985 年 4 月  公認会計士登録（現在に至る） 

1996 年 6 月  太田昭和監査法人（現 EY 新日本有限責任監査法

人）パートナー 

2002 年 6 月  新日本監査法人（現 EY 新日本有限責任監査法

人）シニアパートナー 

2006 年 7 月  同 人材開発本部人事担当 

2010 年 9 月  新日本有限責任監査法人（現 EY 新日本有限責任

監査法人）常務理事コーポレートカルチャー推

進室、広報室担当 

2012 年 7 月  同 常務理事 ナレッジ本部長 

2013 年 7 月  EY 総合研究所株式会社 代表取締役 

2019 年 6 月  当社 監査役（現在に至る） 

2019 年 6 月 三井住友信託銀行株式会社 取締役（現在に至

る） 

EY 新日本有

限責任監査

法人 常務理

事 

 

三井住友信

託銀行

（株）取締

役 
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監査役会の活動および実効性評価 

監査役は、取締役会など重要な会議に出席するほか、定期的に代表取締役や取締役とそれぞれのテーマに応じた意見交

換・議論を行うことで、取締役の職務の執行状況を把握するとともに必要に応じ提言を行っています。 

2018 年度における監査役の活動については監査役会を 24 回開催しました。また、「監査役会」とは別に「監査役打合せ

会」を 37 回開催し、執行部から「幹部会議」付議案件の説明を聴取する等、情報の共有を図っています。さらに、会計監

査人との意見交換を 9回、内部統制室との意見交換を 12 回実施し、監査計画の説明や内部統制システムの状況等について

報告を受けるとともに、必要に応じ提言を行う等、会計監査人・内部監査部門と密に連携しております。 

グループ各社に関する取り組みとしては、主要グループ会社 20 社の代表取締役からコーポレート・ガバナンスの状況や

その維持・向上に向けた取り組み等を聴取し、それらについて議論を行うとともに、国内外主要拠点（18 拠点）を訪問し、

現地代表者から聴取、議論を行っております。また、主要グループ会社の監査役から監査結果等について報告を受け、意

見交換を行うほか、定期的に監査役を対象とした社外有識者等による研修会を行うなど、各社監査役の監査活動の向上に

資する取り組みを実施しています。 

このような活動を通じて、業務執行者とは異なる独立した立場から当社およびグループ各社に対し、健全でかつ持続的

な成長と発展を促すとともに、コーポレート・ガバナンスの体制強化やコンプライアンス意識の向上に寄与しています。 

また、監査役会の実効性に関する評価として、各監査役による自己評価アンケートの実施結果をもとに、全監査役間で

実効性に関し議論・検証することにより行いました。この結果、監査役会の実効性は確保されていると評価しています。 

 

独立役員 

社外取締役・社外監査役の選任手続 

職務執行の監督機能を強化する観点、あるいは取締役の職務執行を公正に監査する観点から、一般株主と利益相反を生

じるおそれのない人材を、社外取締役ないし社外監査役とする方針としています。さらに、東京証券取引所の定める独立

性基準に加え、以下の要件を満たす社外取締役ないし社外監査役を、独立役員に指定しています。 

 

独立性判断基準 

 

直近の 3事業年度において以下に該当する者ではないこと。 

（a） 当社の基準を超える取引先※1の業務執行者 

（b） 当社の基準を超える借入先※2の業務執行者 

（c） 当社および主要子会社※3から、直近の 3 事業年度のいずれかの事業年度において、役員報酬以外に年間 1,000 万円以上の金銭

その他の財産上の利益を直接得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家などの専門的サービスを提供する個人 

（d） 当社の基準を超える寄付を受けた団体※4の業務執行者 

 

なお、以上の（a）から（d）のいずれかに該当する場合であっても、当該人物が実質的に独立性を有すると判断した場合には、独立役

員の指定時にその理由を説明、開示します。 

 
※1 当社の基準を超える取引先とは、直近の 3 事業年度のいずれかの事業年度における当社および主要子会社※3との取引合計額が、当該事業年度におけ

る当社および主要子会社の年間営業収益合計額の 2％以上の取引先をいう。 

※2 当社の基準を超える借入先とは、直近の 3 事業年度のいずれかの事業年度における連結ベースでの借入額が、当該事業年度における当社の連結総資

産の 2％以上の借入先とする。 

※3 主要子会社とは、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社、株式会社エヌ・ティ・

ティ・データ、株式会社 NTT ドコモをいう。 

※4 当社の基準を超える寄付を受けた団体とは、直近の 3 事業年度のいずれかの事業年度における当社および主要子会社※３からの寄付の合計額が、年間

1,000 万円または当該事業年度における当該組織の年間総収入の 2％のいずれか大きい額を超える団体をいう。 

 

社外取締役・社外監査役の選任理由および活動状況 

独立社外取締役については、業務執行を適切に監督する機能を強化するため、4人選任しています。いずれの独立社外取

締役についても、大学等教育機関の運営責任者、企業経営者、もしくは政府における広報やダイバーシティ推進の責任者

としての豊富な経験を有し、人格、見識ともに優れており、幅広い経営的視点からの助言を行う等、業務執行の監督機能

強化へ重要な役割を果たしています。 

また、監査役および内部統制室より監査計画、監査結果についての報告を受けるとともに、必要に応じて発言を行うこ

と等により事業運営を監督しております。 

社外監査役については、監査役 5人のうち、3人選任しています。いずれの独立社外監査役についても、その経歴を通じ

て培った専門家としての経験、見識からの視点に基づく監査を期待しています。また、独立社外監査役を含む監査役は、

会計監査人から監査計画、監査結果等を聴取する等、定期的に情報交換を実施するとともに、内部統制室から内部監査結

果について聴取するなど、情報交換を実施しております。 
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役員報酬 

取締役の報酬等に関する事項については、客観性・透明性の向上を目的に、独立社外取締役 2 人を含む 4 人の取締役で

構成される「人事・報酬委員会」を設置し、同委員会の審議を経て取締役会にて決定しています。 

取締役（社外取締役を除く）については、月額報酬と賞与から構成しています。月額報酬は、役位ごとの役割の大きさ

や責任範囲に基づき、支給することとしています。賞与は、当事業年度の会社業績等を勘案し支給することとしています。

また、中長期の業績を反映させる観点から、月額報酬ならびに賞与の一定額以上を拠出し役員持株会を通じて自社株式を

購入することとし、購入した株式は在任期間中、その全てを保有することとしています。 

社外取締役については、高い独立性の確保の観点から、業績との連動は行わず、月額報酬のみを支給することとしてい

ます。 

監査役については、監査役の協議にて決定しており、社外取締役と同様の観点から、月額報酬のみを支給することとし

ています。 

 

監査報酬 

NTT および NTT の主要な連結子会社は、NTT の監査公認会計士等である有限責任あずさ監査法人を含む KPMG ネットワー

クに属する各メンバーファームに対し、監査証明業務および非監査業務に基づく報酬を支払っています。 

 

監査証明業務 NTT および国内外の連結子会社の財務諸表の監査 

非監査業務 
国際財務報告基準に関する指導・助言業務、国内外の連結子会社の税務申告書の作成およ

び税務コンサルティング業務等 

 

内部統制 

内部統制の状況 

内部統制システムの整備に関する基本方針を定め、取締役会にて決議しています。本基本方針に基づき、内部統制室が

規程・体制等の整備を統括するとともに、監査レビューの実施やグループとしてリスクの高い共通項目についての統一的

な監査を実施することにより、内部統制システムの有効性を評価した上で、必要な改善を実施しています。 

また、金融商品取引法に基づき財務報告に係る内部統制について、整備・運用状況のテスト・評価を通じ、財務報告の

信頼性の確保に向けた適切な取り組みを実施しています。 

内部統制システムの基本方針  https://www.ntt.co.jp/about/tousei.html 

 

 

政策保有株式 

NTT は、安定株主の形成等を目的とした、いわゆる「持合い株式」を保有しておらず、また、今後も保有しません。 

一方で、中長期的な企業価値の向上に資するため、さまざまな業界のパートナーとのコラボレーションやオープンイノ

ベーションの推進を事業の方針としています。こうした方針を踏まえ、必要と考える株式を保有することとしています。 

政策保有株式に関する議決権行使については、投資先企業の持続的な成長と、NTT および投資先企業の企業価値向上の

観点から、株主として適切に議決権を行使します。  

https://www.ntt.co.jp/about/tousei.html
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各種データ 
（2019 年 6 月 30 日現在） 

 バウンダリー 単位 2017 年度 2018 年度 2019 年度 

取締役数 

単体 人 

12 12 15 

 

社内 男性 10 10 10 

女性 0 0 1 

計 10 10 11 

独立社外 男性 2 2 3 

女性 0 0 1 

計 2 2 4 

女性取締役比率 単体 ％ 0 0 13.3 

監査役数 

単体 人 

5 5 5 

 

社内 男性 1 1 1 

女性 1 1 1 

計 2 2 2 

独立社外 男性 2 2 2 

女性 1 1 1 

計 3 3 3 

女性監査役比率 単体 ％ 40.0 40.0 40.0 

 

（2019 年 3 月 31 日現在） 

 バウンダリー 単位 2016 年度 2017 年度 2018 年度 

取締役会 開催回数 

単体 

回 12 12 13 

出席率 
％ 

98.1 97.2 99.1 

独立社外取締役出席率 100 87.5 100 

監査役会 開催回数 

単体 

回 22 22 24 

出席率 
％ 

96.4 95.2 99.2 

独立社外監査役出席数 94.0 93.7 98.7 

人事・報酬委員会開催数 単体 回 1 1 3 

取締役および監査役の報酬総

額 

（支給人数）※1～4 

取締役 

単体 
百万円 

（人） 

510（11） 519（10） 547（13） 

監査役 74（3） 74（2） 74（2） 

社外役員 71（5） 75（5） 75（5） 

計 655（19） 668（17） 696（20） 

監査報酬 監査証明業務に基づく報酬 

単体 百万円 

5,004 6,036 4,433 

非監査業務に基づく報酬 567 398 299 

計 5,571 6,434 4,732 

※1 取締役および監査役の報酬額については、定時株主総会において、取締役の報酬額を年額 7 億 5,000 万円以内、監査役の報酬額を年額 2 億円以内と決

議いただいています。 

※2 事業年度により定時株主総会終結の時をもって退任した取締役・監査役の報酬を含んでいる場合があります。 

※3 取締役の報酬等の額には、各事業年度に係る役員賞与が含まれています。 

※4 上記のほか、使用人兼務取締役の使用人分賞与があります。 
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方針・考え方 
健全な企業活動を推進していくためには、世界各国・各地の法令を遵守し、高い倫理観を持って事業を運営していくこ

とが不可欠です。その認識のもと、2002 年に「NTT グループ企業倫理憲章」を策定しました。 

憲章は、NTT グループに所属する全ての役員および社員を対象に、企業倫理に関する基本方針と具体的な行動指針を示

しています。行動指針には、大きな社会的責務を担う情報流通企業グループの一員として、不正や不祥事の防止に努める

こと、企業内機密情報の漏えいを防止すること、お客さまや取引先との応接の際の過剰な供授をなくすことなど、公私を

問わず高い倫理観を持って行動することを定めています。 

 

NTT グループ企業倫理憲章 

 

1.  経営トップは、企業倫理の確立が自らに課せられた最大のミッションのひとつであることを認識し、率先垂範して本憲章の精神を

社内に浸透させるとともに、万一、これに反する事態が発生したときには、自らが問題の解決にあたる。 

2.  部下を持つ立場の者は、自らの行動を律することはもとより、部下が企業倫理に沿った行動をするよう常に指導・支援する。 

3. NTT グループのすべての役員および社員は、国内外を問わず、法令、社会的規範および社内規則を遵守することはもとより、公私

を問わず高い倫理観を持って行動する。とりわけ、情報流通企業グループの一員として、お客さま情報をはじめとした企業内機密

情報の漏えいは重大な不正行為であることを認識し行動するとともに、社会的責務の大きい企業グループの一員として、お客さま、

取引先などとの応接にあたっては過剰な供授を厳に慎む。 

4.  NTT グループ各社は、役員および社員の倫理観の醸成に資するべく、機会をとらえ企業倫理に関する社員教育を積極的に実施する。 

5. NTT グループのすべての役員および社員は、業務の専門化・高度化の進展に伴い発生が懸念される不正・不祥事の予防に努めると

ともに、NTT グループ各社は、契約担当者の長期配置の是正や、お客さま情報などの保護に向けた監視ツールの充実など、予防体

制の整備を徹底する。 

6.  不正・不祥事を知った NTT グループのすべての役員および社員は、上司などにその事実を速やかに報告する。また、これによるこ

とができない場合は、「企業倫理ヘルプライン（受付窓口）」に通報することができる。なお、不正・不祥事を通報した役員および

社員は、申告したことによる不利益が生じないよう保護される。 

7. 不正・不祥事が発生したときは、NTT グループ各社は、迅速かつ正確な原因究明に基づく適切な対処によって問題の解決に取り組

むとともに、社会への説明責任を果たすべく、適時・適確な開かれた対応を行う。 

NTT グループ企業倫理憲章  https://www.ntt.co.jp/csr/governance/compliance.html 

 

推進体制 

NTT は、幹部会議のもとに代表取締役副社長を委員長とする「企業倫理委員会」を設置し、NTT グループの企業倫理の確

立、綱紀の保持の徹底に向けて年に 2 回委員会を開催しています。とくにヘルプライン申告状況等については年に 2 回取

締役会に報告し、必要に応じて取締役間における議論を実施しています。 

また、各社に企業倫理委員会、企業倫理担当者を設置し、法令や企業倫理を遵守する企業風土の醸成や企業倫理ヘルプ

ライン運用規程に基づく不正・不祥事の調査を行うとともに、各社コンプライアンス担当者による定期的な会議を実施し、

グループトータルでのコンプライアンス推進に向けて取り組んでいます。 

  

主な取り組み 

贈収賄防止 

NTT グループは「国内外を問わず、法令、社会的規範および社内規則を遵守する」ことを「NTT グループ企業倫理憲章」

に明記しています。「贈賄防止」に関しては、理解し守るべき事項をまとめた「贈賄防止ハンドブック」を作成して国内外

の全社員へメールなどで周知しています。 

また、NTT、NTT 東日本・西日本については「日本電信電話株式会社等に関する法律」（以下、NTT 法）によって収賄が禁

止されており、これに違反した場合には法的に罰せられます。各種団体への寄附・支援などについては、その内容を暴力

団対策法その他各種法規制に照らし、適法かつ適正な対象にのみ実施しています。また、NTT グループでは、どのような贈

賄行為への関与も決して許されるものではないという認識のもと取り組んでいます。 

NTT グループにおいて、2018 年度に贈収賄や寄附・支援に関わる不正は確認されていません。 

 

 

コンプライアンス 
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政治献金 

NTT は、政治資金規正法に則り、政治献金は行っていません。一部のグループ会社においては、関係法令および各社の倫

理規程などに則り、各社の判断のもとで政治献金を実施しています。 

 

取引先への遵守要請とリスクの評価 

サプライヤの皆さまに対しては「サプライチェーン CSR 推進ガイドライン」の中で公正取引・倫理の禁止事項（9項目）

を明記し、とくに主要サプライヤに対しては、CSR 調達実施状況の調査を実施しています。腐敗防止・違法な政治献金・反

社会的勢力への対応を含むコンプライアンス全般についてチェックするとともに対応強化を要請しています。 

 

独占禁止法遵守 

NTT グループは事業活動における公正な競争環境を維持するため、独占禁止法を遵守しています。2018 年度においても、

独占禁止法に違反するとして行政処分を受けた事例はありません。 

 

企業倫理憲章の浸透に向けた取り組み 

NTT では「コンプライアンスの徹底について、法令を遵守し高い倫理観を持って事業を運営していくことが不可欠」とい

うトップ自らの経営姿勢を見せるとともに、不正行為に関与するリスクを明らかにし、いかなる不正も許容しないことを

グループ各社の社長が宣言しています。また、「NTT グループ企業倫理憲章」を実効性のあるものとするために、社員向け

の企業倫理研修などを実施するとともに、社員向けイントラサイトで上記の宣言や企業倫理上問題となる事例について詳

しく解説しています。また、毎年 6月と 12 月に社員へ向けて倫理保持の注意喚起の周知を行い、社員の理解度向上に努め

ています。毎年、社員への意識調査を実施してこれら施策の実効性を測り、さらなる企業倫理の浸透に向けて取り組んで

います。 

 

企業倫理研修 

NTT グループは、全社員向けの企業倫理研修を継続的に実施しています。グループ各社は事業特性に応じたコンプライ

アンスや不正行為に関するリスクに合わせて、研修を実施しています。その他、毎年役員向けのコンプライアンス研修も

実施しています。 

 

贈賄防止ハンドブック 

社員向けの贈賄防止のための浸透ツールとして、2014 年度に贈賄防止ハンドブックを作成し、国内外の全グループ会社

にメールなどで周知しました。同ハンドブックには、贈賄防止を徹底する社長からのメッセージをはじめ、贈賄やファシ

リテーションペイメントに関する基本的な情報と事例を掲載し、全員が正しい知識と理解を得られるよう促しています。 

 

競争法ハンドブック 

社員向けの競争法遵守のための浸透ツールとして、2019 年度に競争法ハンドブックを作成し、国内外のグループ会社に

周知しました。同ハンドブックには、営業活動の具体的な場面を例にとり、Q&A 形式で競争法を遵守するための基本的な事

項を掲載しており、社員が競争法について正しい知識と理解を得て競争法を遵守できるようにしております。 

 

企業倫理浸透のチェック体制 

NTT グループでは社員へのコンプライアンス意識の浸透を把握するため、NTT の企業倫理担当がグループ会社も含めたア

ンケートを年１回実施するとともに、グループ各社内においては業務主管部門・コンプライアンス担当部門・内部監査部

門・監査役による 4 層のモニタリングを通じ、企業倫理・コンプライアンスの状況について、客観的かつ多面的なチェッ

クを実施しています。 

NTT では、内部監査部門を持つグループ会社に対し、コンプライアンスに関する監査の実施状況を確認するとともに、

NTT 内および内部監査部門を持たないグループ会社について、コンプライアンスの取り組み状況を直接確認しています。 

 

受付窓口の設置 

不正や不祥事の未然防止を図るために、グループ各社において内部通報のための社内受付窓口を設けているほか、NTT が

弁護士事務所に委託して、全グループ会社を対象とした「企業倫理ヘルプライン（社外受付窓口）」を設けています。本ヘ

ルプラインでは、人権に関する相談や通報も受け付けています（P062 参照）。 

これらの窓口への通報者に対して、通報したことで不当な人事（人事異動、降格など）といった不利益が生じないよう

保護することを「NTT グループ企業倫理憲章」に明記しています。窓口へ寄せられた相談や通報は各主管担当が調査・対応

し、グループ各社の企業倫理委員会で報告した上で、年 1 回以上の頻度で NTT の企業倫理委員会で全申告内容と対応状況

をとりまとめ、取締役会に報告しています。 
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また、経営陣から独立した窓口として監査役への独立通報ルートを開設・運用しており、「企業倫理ヘルプライン（社外

受付窓口）」を通じた通報は、原則として監査役へも同時に直接的な送付を行うとともに、監査役へ対してのみ通報するこ

とも可能としています。 

 

企業倫理ヘルプライン（社外受付窓口）における通報受付件数 

企業倫理ヘルプラインで受け付けた通報件数とその内訳を把握し、サステナビリティレポートおよび NTTグループの CSR

の Web サイト上で公開しています。 

 

企業倫理ヘルプライン通報件数とその内訳 

 

2016 年度 2017 年度 2018 年度 

通報件数 通報件数 通報件数 

 
懲戒 

処分 

件数 

厳重 

注意 

件数 

 
懲戒 

処分 

件数 

厳重 

注意 

件数 

 
懲戒 

処分 

件数 

厳重 

注意 

件数 

全体通報件数 365 32（5） 71 350 23（1） 75 334 18（1） 77 

 

コンプライアンス違反 103 32（5） 71 98 23（1） 75 95 18（1） 77 

 社内ルール違反 103 32（5） 71 98 23（1） 75 95 18（1） 77 

法令違反 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

違反なし 262 － － 252 － － 239 － － 

 

ハラスメント通報件数 154 10（0） 23 168 15（0） 23 184 10（1） 34 

 

コンプライアンス違反 33 10（0） 23 38 15（0） 23 44 10（1） 34 

 社内ルール違反 33 10（0） 23 38 15（0） 23 44 10（1） 34 

法令違反 【人権侵害等】 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

違反なし 121 － － 130 － － 140 － － 

不適切な業務処理通報件数 77 2（0） 15 73 1（0） 23 44 2（2） 10 

 

コンプライアンス違反 17 2（0） 15 24 1（0） 23 12 2（2） 10 

 
社内ルール違反 17 2（0） 15 24 1（0） 23 12 2（2） 10 

法令違反 

【贈収賄、不正会計、偽装請負等】 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

違反なし 60 － － 49 － － 32 － － 

会社経費の私的使用通報件数 38 11（2） 5 32 5（1） 7 28 3（0） 5 

 

コンプライアンス違反 16 11（2） 5 12 5（1） 7 8 3（0） 5 

 社内ルール違反 16 11（2） 5 12 5（1） 7 8 3（0） 5 

法令違反 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

違反なし 22 － － 20 － － 20 － － 

その他 通報件数 96 9（3） 28 77 2（0） 22 78 3（0） 28 

 

コンプライアンス違反 37 9（3） 28 24 2（0） 20 31 3（0） 28 

 社内ルール違反 37 9（3） 28 24 2（0） 20 31 3（0） 28 

法令違反 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

違反なし 59 － － 53 － － 47 － － 

※（  ）内は解雇処分となった件数 

 

なお、「内部通報制度に関するガイドライン」（消費者庁 2016 年 12 月改正）において実施を奨励されている、中立・公

正な「第三者評価」を 2017 年 5 月に実施し、「おおむね、適切に整備・運用されている」という評価を得ました。 

 

第三者評価の調査内容 

● ヘルプラインの活用度や信頼性といった有効性を確認するため、制度と運用実態を調査 

● 規程等の制定状況、申告者への対応状況等のサンプル調査 

●「内部通報制度に関するガイドライン」の遵守状況の確認 

● 運用者へのヒアリング調査と運用上の課題等に関するディスカッション 

 

違反が認められた場合の罰則について 

コンプライアンス違反や「NTT グループ企業倫理憲章」への違反が認められた場合は、グループ各社で定めている懲戒規

程などに基づいて対処します。減給や出勤停止などの懲戒処分のほか、ケースに応じて査定（評価）や人事異動に反映し

ます。  
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方針・考え方 

情報通信分野における競争の激化など、NTT グループを取り巻く経営環境が激変する中で、グループ各社が抱えるビジ

ネスリスクはますます増加しています。 

NTT グループは、身近に潜在するリスクの発生を予想・予防し、万一リスクが顕在化した場合でも損失を最小限に抑える

ことができるように努めています。その一環として、グループ一体となってリスクマネジメントに取り組んでいくことが

できるよう、「NTT グループビジネスリスクマネジメントマニュアル」を策定し、各社に配布しています。これは、事業運

営を取り巻く多様なリスクへの対処方針とグループ会社間の連携方法等を記載したマニュアルです。 

加えて、グループ各社では、個々の事業内容や経営環境などに応じた独自のマニュアルなどを策定し、ビジネスリスク

をコントロールしています。 

 

推進体制 

NTT では、適切かつ効率的な業務運営を行うため

に、自社におけるリスクマネジメントの基本的事

項を定めた「リスクマネジメント規程」を制定し、

代表取締役副社長（リスクマネジメント担当）が委

員長を務め、各室部の長を委員とする「ビジネスリ

スクマネジメント推進委員会」が中心となって、継

続的なPDCAサイクルに基づくリスクマネジメント

を実施しています。 

NTT グループにおいては、代表取締役副社長がリ

スクマネジメントに関する最終責任を担い、また、

各業務執行役員が自らの所掌する業務分野のリスク管理責任を有しています。 

 

リスクの抽出・重要リスクの特定 

NTT では社会環境の変化などを踏まえ、想定するリ

スクや、その管理方針の見直しを随時行っています。 

リスクの抽出にあたっては、ビジネスリスクマネジ

メント推進委員会が中心となって、NTT グループを取

り巻くリスクの分析プロセスを策定し、このプロセス

に則って定期的にリスク分析を実施することで、全社

リスクを特定します。さらに、それらリスクの相関分

析を行い、最も重大な影響を及ぼす可能性のあるリス

クを「重要リスク」と特定し、その対策を決定します。 

リスク管理項目については、ビジネスリスクマネジ

メント推進委員会において決議しています。また、各

主管部門によるモニタリング状況やリスク軽減効果をビジネスリスクマネジメント推進委員会で報告するとともに、重要

リスクへの取り組み状況について内部統制室が個別に監査して次年度の取締役会で報告しています。 

 

個別リスクへの対応 
【重要リスク】 

サイバーテロなどによるリスク 

近年、サイバー攻撃による被害や情報漏えい等の事件が社会問題となる等、情報セキュリティに関する脅威が高度化・

多様化するとともに、スマートフォンやクラウドサービス等の新たな ICT 分野におけるサービスの情報セキュリティへの

対策が大きな課題となっております。 

 

リスクマネジメント 
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このような中、NTT グループの通信ネットワークやサーバー等に対する不正アクセス等のサイバー攻撃によるサービス

停止・サービス品質の低下や、社内ネットワークへの侵入等による情報の漏えい・改ざん・喪失が発生し、NTT グループの

信頼性や企業イメージが低下する可能性があり、これらの結果として、NTT グループの経営成績や財政状態に影響を与え

る可能性があります。 

このようなリスクを踏まえ、NTT グループでは、最新の研究開発成果の導入を推進し、ネットワークにおけるセキュリテ

ィを常に強化するとともに、より高度なスキルを持つセキュリティ人材の育成に向けた取り組み等を強化しております。 

 

激甚災害によるリスク 

NTT グループは国内外において事業を展開しており、通信ネットワーク・情報システムをはじめ、社会と経済活動を支

え、国民生活の安全を守るライフラインとして欠かせないサービスを数多く提供しております。これらのサービス提供に

関して、地震・津波・台風・洪水等の自然災害、新型インフルエンザ等伝染病の大規模な流行、想定を上回るトラヒック

の増加、テロリズム、武力行為、地域紛争といった要因によるシステムおよびネットワーク障害の発生や、社員の安全が

脅かされることによって、事業運営に混乱が生じ、サービスを安定的に提供できない場合があります。また、それらの損

害について NTT グループが責任を負う可能性や、NTT グループの信頼性や企業イメージが低下する恐れがあります。とく

に、大規模災害等が発生した場合には、ネットワークに大きな影響を受けるだけでなく、社員が被災する可能性やシステ

ム障害の復旧に長い時間を要する可能性、緊急の電力使用制限によりサービスを安定的に提供できない可能性があり、そ

の結果として、収入の減少や多額の修繕費用の支出を余儀なくされる可能性があります。 

このようなリスクを踏まえ、NTT グループでは、通信ビルの耐震機能・水防機能の強化、伝送路のルート見直し、設備増強

によるネットワーク耐力の強化、故障対応の迅速化、社員の安否確認訓練、AI を駆使した被災想定等による復旧活動の初

動強化等、サービス提供に必要なシステムやネットワークを安全かつ安定して運用できるようさまざまな対策を講じてお

ります。 

また、NTT グループは、システムインテグレーションビジネスにおいてお客さまにシステム・サービスを提供・納品して

おり、一般に請負契約の形態で受注を受けてから納期までにシステムを完成し、お客さまに提供するという完成責任を負

っています。 

このため、当初想定していた見積もりからの乖離や開発段階におけるプロジェクト管理等の問題によって、想定を超え

る原価の発生や納期遅延にともなう損害の発生等が生じる可能性があります。 

このようなリスクを踏まえ、NTT グループでは、一定規模以上の案件の受注にあたっては、見積価格やプロジェクト計画

の妥当性を審査委員会で審査しているほか、受注後もプロジェクトの進捗状況のモニタリングを実施しています。 

 

出資によるリスク 

NTT グループは、市場構造の変化やお客さまニーズに速やかに対応するため、とくにグローバルビジネスの拡大におい

て、企業・組織との合弁事業、事業提携、協力関係の構築、出資、買収等の活動を実施しております。しかしながら、NTT

グループが既に出資をしているまたは出資に合意している国内外の事業者や、将来出資や事業提携を行う国内外の事業者

について、これら事業者の企業価値や経営成績を維持・向上させることおよび NTT グループとのシナジー効果を十分に発

揮することができない場合があります。さらに、投資、提携または協力関係を解消・処分することにより、損失が生じる

場合があります。また、海外子会社の増加により事業戦略に関する意思統一が困難になり、適切なコントロールが及ばず、

事業・業務運営を円滑に行うことが困難となる場合があります。海外における事業活動は、投資や競争等に関する法的規

制、税制、契約実務を含めた商習慣の相違、労使関係、国際政治等さまざまな要因の影響下にあります。これらのリスク

が顕在化した場合には、NTT グループの経営成績や財政状態に影響を与える可能性があります。 

このようなリスクを踏まえ、NTT グループでは、買収後には定期的なモニタリングを実施する等、期待したリターンを得

られるよう取り組んでいるほか、グローバル持株会社である NTT 株式会社を創設し、グローバル事業におけるガバナンス

やリスクマネジメントのさらなる強化についても取り組んでおります。 

 

コンプライアンス違反によるリスク 

NTT グループは、国内外で多くの拠点を持ち、さまざまな製品やサービスを取り扱う関係上、関連する法令や規則は多岐

にわたり、事業活動を営むにあたり免許・届出・許認可等が必要とされるものもあります。とくに海外での事業運営にお

いては、当該国での法令の存在または欠如、法令の予期しえない解釈、法規制の新設や改定等によって、法令遵守のため

の負担が増加する場合があります。これらのさまざまな法令・規制等に関して、従業員による個人的な不正行為等を含め

たコンプライアンスに関するリスクもしくは社会的に信用が毀損されるリスクを排除できない場合があります。結果とし

て、NTT グループの信頼性や企業イメージが低下し、契約者獲得や入札資格停止等事業への影響が生じるおそれがあり、

NTT グループの経営成績や財政状態に影響を与える可能性があります。 
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このようなリスクを踏まえ、NTT グループでは、法令遵守は極めて重要な企業の責務であるとの認識のもと、米国・英国

を中心とした諸外国の贈収賄防止法の厳格化も踏まえ、国内外を問わず、より一層のコンプライアンスの強化に取り組ん

でおります。また、お客さま情報をはじめとする個人情報保護への要求が社会的に高まるとともに、法制面からも個人情

報保護に対する要請は大きくなっております。 

しかしながら、個人情報等を狙った犯罪行為が高度化、巧妙化する等、個人情報等の機密情報の流出や不適切な取り扱

いが発生するリスクを排除できない場合があります。このようなリスクを踏まえ、NTT グループでは、個人情報等の機密情

報の厳重な管理等に努めるとともに、「NTT グループ情報セキュリティポリシー」を制定し、グループ内における管理体制

の整備、役員や従業員への啓発活動等に取り組んでおります。 

 

【新興リスク※】 

気候変動リスク 

環境が事業に与えるリスクについては、グループ全体の環境活動を統括する環境推進室が、環境影響と財務的な影響を

指標として絞り込みを行っています。個別の施設・設備レベルにおけるリスク・機会についても、全グループ会社に置い

ている環境担当と設備担当とが連携し、モニタリング・評価しています。また、将来の気候変動によるリスクに関しては、

事業活動上でのとくに重要な環境課題（P029 参照）として、2030 年までの目標を設定しています。 

その一例として、気候変動に基づく集中豪雨や台風などの自然災害の頻度や規模が大きくなることに起因し、通信設備

の破損によるサービス中断が発生するおそれがあります。とくに 110 番・119 番・118 番などの重要通信が中断することに

よる 2 次的混乱の発生や、早期復旧ができないことによるレピュテーションの低下などの影響が発生するおそれがありま

す。 

このようなリスクに対して、通信ネットワークの多ルート化や、通信ビルの防災対策の強化を実施することで、自然災

害が発生した際のリスク影響の低減を図っています。さらに、災害対策用機器の充実化や災害対策要員に対する演習・訓

練を定期的に実施し、災害が起きた場合でも迅速に復旧を行うことのできる対策を実施しています。 

気候変動に関するリスクと機会についての詳細は、P038 をご参照ください。 

 

内向き経済化の加速に起因する人材不足リスク 

昨今の物理テロ・サイバーテロの増加などの世界情勢不安や、自国中心主義・ポピュリズムの台頭などの政治的な潮流

により、人材の自由な移動を制限する内向き経済化が加速することも予想されます。そうした情勢が進展すれば、海外グ

ループ会社を中心に労働力を確保することが困難となり、例えばサイバーセキュリティ人材が不足となった場合は、お客

さまや NTT グループ自社内で発生したセキュリティインシデントに対応できないことにより、収支やレピュテーションの

低下などの影響が発生するおそれがあります。 

このようなリスクに対して、国内外のグループ会社におけるセキュリティ人材の確保に向けた採用の強化と、優秀な人

材の育成に向け、産業界で連携した育成プログラムの充実を図っています。また、最先端かつ高度なセキュリティ人材を

集めた NTT-CERT による NTT グループの横断的なセキュリティ対応として、インシデント感知、解決、被害最小化、発生予

防などを実施しています。 

※ 予想外の変化によって生じる著しいリスク。 
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基本方針 

NTT グループの全ての役員および社員は、国内外を問わず、法令、社会的規範および社内規則を遵守することはもとより、公私を問わ

ず高い倫理観を持って行動しています。税務実務においても指針を整備し、社員に対する啓発などを通じ、コンプライアンスの維持・向

上に努めています。 

 

ガバナンス体制 

NTT は、税務を含む各種リスクに対処するため、内部統制システムの整備に関する基本方針を定め、取締役会にて決議しています。税

務実務に関わる各社の役割は次の通りです。 

1. NTT 

税務実務についての基本方針・指針を定め、連結子会社と連携を図りながら、必要な対応策などを推進する。法令などの情

報収集に努め、連結子会社に周知、指導を行う。 

2. 連結子会社 

NTT の定める基本方針・指針にしたがい、税務申告・納税、税務調査などの税務関連業務を適正に遂行するとともに、NTT に

対する必要な報告、関連書類の提出などを行う。 

 

税負担の適正化 

NTT グループの株主価値最大化の観点から、税負担の軽減措置などの適切かつ効果的な利用に努めています。なお、法令等の趣旨を逸

脱する解釈・適用による節税は行っていません。 

 

税務リスク 

国際取引にともなう税務リスクに対しては事前に十分な検討を行うとともに、必要に応じて税務専門家に対して助言・指導などを依頼

しています。とくに、移転価格税制、タックスヘイブン対策税制については、以下の通り対応することとしています。 

移転価格税制 

● NTT グループの国外関連取引に適用する取引価格は、各国・地域の法令や、経済協力開発機構（OECD）が公表している

移転価格ガイドラインに基づき、独立企業原則にしたがって算定する。 

● 価格算定方法について、各国・地域の法令等において文書化義務のある場合や、取引規模や税務リスク等から必要な場

合、適切に文書化を行う。 

タックスヘイブン対策税制 

● 軽課税国での投資を実施する場合には、各国・地域の法令等の定めるところにより、適正に納税する。 

 

税務当局との関係 

NTT グループは税務当局とのコミュニケーションを通じて、当局と良好な関係を維持するよう努め、誠意を持って真摯かつ事実に基づ

く説明・対応を行っています。問題点の指摘などを受けた場合には、税務当局の措置・見解に対する異議申し立て・訴訟等を行う場合を

除き、直ちに問題点の原因を解明し、適切な是正および改善措置を講じ、再発を防止しています。 

 

納付税額 

 2017 年度（単位：億円） 

国内  5,047 

海外  395 

合計  5,442 

 

 

税務方針 
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独立第三者の保証報告書 
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一般開示項目         （V）：Vision & Action Book 
情報開示 内容 掲載ページ 

組織のプロフィール 

102-1 組織の名称 

a. 組織の名称 

P003 バウンダリー 

102-2 活動、ブランド、製品、サービス 

a. 組織の事業活動に関する説明 

b. 主要なブランド、製品、およびサービス。特定の市場で販売が禁止

されている製品またはサービスがあれば、その説明を含める 

P5（V） NTT グループの「いま」 

102-3   本社の所在地 

a. 組織の本社の所在地 

P001 お問い合わせ 

102-4   事業所の所在地 

a. 組織が事業を展開している国の数、および重要な事業所を所有して

いる国の名称。報告書に記載している項目との関連は問わない 

P003 バウンダリー 

（参照）NTT グループ会社一覧 

http://www.ntt.co.jp/gnavi/index.html 

102-5 所有形態および法人格 

a. 組織の所有形態や法人格の形態 

P003 バウンダリー 

102-6   参入市場 

a. 参入市場。次の事項を含む 

i. 製品およびサービスを提供している地理的な場所 

ii. 参入業種 

iii. 顧客および受益者の種類 

P003 

P5（V） 

バウンダリー 

NTT グループの「いま」 

102-7 組織の規模 

a. 組織の規模。次の事項を含む 

i. 総従業員数 

ii. 総事業所数 

iii. 純売上高（民間組織について）、純収入（公的組織について） 

iv. 株主資本および負債の内訳を示した総資本（民間組織について） 

v. 提供する製品、サービスの量 

P004 

 

基本情報 

102-8 従業員およびその他の労働者に関する情報 

a. 雇用契約（正社員と臨時雇用者）別の、男女別総従業員数 

b. 雇用契約（正社員と臨時雇用者）別の、地域別総従業員数 

c. 雇用の種類（常勤と非常勤）別の、男女別総従業員数 

d. 組織の活動の相当部分を担う者が、従業員以外の労働者であるか否

か。該当する場合、従業員以外の労働者が担う作業の性質および規

模についての記述 

e. 開示事項 102-8-a、102-8-b、102-8-c で報告する従業員数に著しい

変動（観光業や農業における季節変動） 

f. データの編集方法についての説明（何らかの前提があればそれも含

める） 

P004 

P081 

基本情報 

人事・労務データ 

102-9 サプライチェーン 

a. 組織のサプライチェーンの説明。組織の活動、主要なブランド、製

品、およびサービスに関するサプライチェーンの主要要素を含める 

P063-065 バリューチェーン・マネジメントの強化 

102-10 組織およびそのサプライチェーンに関する重大な変化 

a. 組織の規模、構造、所有形態、またはサプライチェーンに関して生

じた重大な変化。次の事項を含む 

i. 所在地または事業所に関する変化（施設の開設や閉鎖、拡張を

含む） 

ii. 株式資本構造の変化、その他資本の形成、維持、変更手続きの

実施による変化（民間組織の場合） 

iii. サプライヤーの所在地、サプライチェーンの構造、またはサプ

ライヤーとの関係の変化（選定や解消を含む） 

P004 直近 1 年間における主な M&A 

102-11 

 

予防原則または予防的アプローチ 

a. 組織が予防原則や予防的アプローチに取り組んでいるか。またその

取り組み方 

P037-039 

P091-093 

気候変動への取り組み 

リスクマネジメント 

102-12 外部イニシアティブ 

a. 外部で作成された経済、環境、社会の憲章、原則その他のイニシア

ティブで、組織が署名または支持しているもののリスト 

P034 

 

P051 

ICT 装置の省エネルギー化に向けて、業界横断

で取り組みを実施 

CSIRT の運営 

102-13 団体の会員資格 

a. 業界団体、その他の協会、および国内外の提言機関で組織が持って

いる主な会員資格のリスト 

P004 会員資格一覧 

戦略 

102-14 上級意思決定者の声明 

a. 組織とサステナビリティの関連性、およびサステナビリティに取り

組むための戦略に関する、組織の最高意思決定者（CEO、会長または

それに相当する上級幹部）の声明 

（参照）経営者からのメッセージ 

https://www.ntt.co.jp/csr/topmessage.html 
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情報開示 内容 掲載ページ 

102-15 重要なインパクト、リスク、機会 

a. 重要なインパクト、リスク、機会の説明 

P037-039 

P091-093 

気候変動への取り組み 

リスクマネジメント 

倫理と誠実性 

102-16 価値観、理念、行動基準・規範 

a. 組織の価値観、理念、行動基準・規範についての説明 

P005 

P028 

P029 

P060 

P088 

NTT グループ CSR 憲章 

NTT グループ地球環境憲章 

NTT グループ環境宣言 

NTT グループ人権憲章、人権に関する基本方針 

NTT グループ企業倫理憲章 

102-17 倫理に関する助言および懸念のための制度 

a. 組織内外に設けられている次の制度についての説明 

i. 倫理的行為および合法行為、ならびに組織の誠実性に関する助

言を求める制度 

ii. 非倫理的行為または違法行為、ならびに組織の誠実性に関する

懸念を通報する制度 

P089 受付窓口の設置 

ガバナンス 

102-18 ガバナンス構造 

a. 組織のガバナンス構造。最高ガバナンス機関の委員会を含む 

b. 経済、環境、社会項目に関する意思決定に責任を負っている委員会 

P010 

P032 

P080 

P091 

CSR マネジメント体制 

環境マネジメント体制 

企業統治体制の全体像 

リスクマネジメント体制 

102-19 権限移譲 

a. 最高ガバナンス機関から役員や他の従業員へ、経済、環境、社会項

目に関して権限委譲を行うプロセス 

P010 CSR マネジメント体制 

102-20 

 

経済、環境、社会項目に関する役員レベルの責任 

a. 組織が、役員レベルの地位にある者を経済、環境、社会項目の責任

者として任命しているか 

b. その地位にある者が、最高ガバナンス機関の直属となっているか 

P010 

P081-083 

CSR マネジメント体制 

取締役会 

102-21 経済、環境、社会項目に関するステークホルダーとの協議 

a. ステークホルダーと最高ガバナンス機関の間で、経済、環境、社会

項目に関して協議を行うプロセス 

b. 協議が権限移譲されている場合は、誰に委任されているか、最高ガ

バナンス機関への結果のフィードバックをどのように行っているか 

P012-015 ステークホルダー・エンゲージメント 

102-22 最高ガバナンス機関およびその委員会の構成 

a. 最高ガバナンス機関およびその委員会の構成。次の事項による 

i. 執行権の有無 

ii. 独立性 

iii. ガバナンス機関における任期 

iv. 構成員の他の重要な役職およびコミットメントの数、ならびに

コミットメントの性質 

v. ジェンダー 

vi. 発言権が低い社会的グループのメンバー 

vii. 経済、環境、社会項目に関係する能力 

viii. ステークホルダーの代表 

P080-087 コーポレート・ガバナンス 

102-23 

 

最高ガバナンス機関の議長 

a. 最高ガバナンス機関の議長が組織の執行役員を兼ねているか否か 

b. 議長が執行役員を兼ねている場合、組織の経営におけるその者の役

割と、そのような人事の理由 

P081-083 取締役会 

102-24 

 

最高ガバナンス機関の指名と選出 

a. 最高ガバナンス機関およびその委員会メンバーの指名と選出のプロ

セス 

b. 最高ガバナンス機関のメンバーの指名と選出で用いられる基準。次

の事項を含む 

i. ステークホルダー（株主を含む）が関与しているか、どのよう

に関与しているか 

ii. 多様性が考慮されているか、どのように考慮されているか 

iii. 独立性が考慮されているか、どのように考慮されているか 

iv. 経済、環境、社会項目に関する専門知識や経験が考慮されてい

るか、どのように考慮されているか 

P083 

P085 

P085 

取締役の選任方針・選任手続 

監査役会の活動および実効性評価 

社外取締役・社外監査役の選任手続 

102-25 利益相反 

a. 利益相反の回避、対処のために最高ガバナンス機関が行っているプ

ロセス 

b. 利益相反に関する情報をステークホルダーに開示しているか。最低

限、次の事項を含む 

i. 役員会メンバーへの相互就任 

ii. サプライヤーおよびその他のステークホルダーとの株式の持ち

合い 

iii. 支配株主の存在 

iv. 関連当事者の情報 

P080-087 コーポレート・ガバナンス 

102-26 目的、価値観、戦略の設定における最高ガバナンス機関の役割 

a. 経済、環境、社会項目に関わる組織の目的、価値観、ミッション・

ステートメント、戦略、方針、目標の策定、承認、更新に際して、

最高ガバナンス機関と役員が果たす役割 

P010 

P080 

CSR マネジメント体制 

企業統治体制の全体像 
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情報開示 内容 掲載ページ 

102-27 最高ガバナンス機関の集合的知見 

a. 経済、環境、社会項目に関する最高ガバナンス機関の集合的知見を

発展、強化するために実施した施策 

P083 

P085 

取締役会の活動および実効性評価 

監査役会の活動および実効性評価 

102-28 最高ガバナンス機関のパフォーマンスの評価 

a. 最高ガバナンス機関の経済、環境、社会項目のガバナンスに関する

パフォーマンスを評価するためのプロセス 

b. 当該評価の独立性が確保されているか否か、および評価の頻度 

c. 当該評価が自己評価であるか否か 

d. 最高ガバナンス機関の経済、環境、社会項目のガバナンスに関する

パフォーマンス評価に対応して行った措置。最低限、メンバーの変

更や組織の実務慣行の変化を含む 

－  

102-29 経済、環境、社会へのインパクトの特定とマネジメント 

a. 経済、環境、社会項目、およびそのインパクト、リスク、機会の特

定とマネジメントにおける最高ガバナンス機関の役割。デュー・デ

リジェンス・プロセスの実施における最高ガバナンス機関の役割を

含む 

b. 最高ガバナンス機関による経済、環境、社会項目、およびそのイン

パクト、リスク、機会の特定とマネジメントをサポートするために、

ステークホルダーとの協議が活用されているか否か 

P010 

P037-039  

P091-093 

CSR マネジメント体制 

気候変動への取り組み 

リスクマネジメント 

102-30 リスクマネジメント・プロセスの有効性 

a. 経済、環境、社会項目に関するリスクマネジメント・プロセスの有

効性のレビューにおける最高ガバナンス機関の役割 

P010 

P091-093 

CSR マネジメント体制 

リスクマネジメント 

102-31 経済、環境、社会項目のレビュー 

a. 経済、環境、社会項目、およびそのインパクト、リスク、機会に関

して最高ガバナンス機関が行うレビューの頻度 

P010 

P091-093 

CSR マネジメント体制 

リスクマネジメント 

102-32 サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 

a. 組織のサステナビリティ報告書の正式なレビューや承認を行い、す

べてのマテリアルな項目が取り上げられていることを確認する機能

を果たしている最高位の委員会または役職 

P010 CSR マネジメント体制 

 

102-33 重大な懸念事項の伝達 

a. 最高ガバナンス機関に対して重大な懸念事項を伝達するために設け

られているプロセス 

P012-015 

P015 

 

P020 

P062 

P071 

P089 

ステークホルダー・エンゲージメント 

株主・投資家およびその他関連機関の皆さまと

のエンゲージメント 

お客さま相談窓口 

人権に関する相談窓口 

良好な労使関係 

受付窓口の設置 

102-34 伝達された重大な懸念事項の性質と総数 

a. 最高ガバナンス機関に伝達された重大な懸念事項の性質と総数 

b. 重大な懸念事項への対処、解決のために使われたメカニズム 

P089 受付窓口の設置 

102-35 報酬方針 

a. 最高ガバナンス機関および役員に対する報酬方針。次の種類の報酬

を含む 

i. 固定報酬と変動報酬（パフォーマンス連動報酬、株式連動報酬、

賞与、後配株式または権利確定株式を含む） 

ii. 契約金、採用時インセンティブの支払い 

iii. 契約終了手当 

iv. クローバック 

v. 退職給付（最高ガバナンス機関、役員、その他の全従業員につ

いて、それぞれの給付制度と拠出金率の違いから生じる差額を

含む） 

b. 報酬方針におけるパフォーマンス基準と、最高ガバナンス機関およ

び役員の経済、環境、社会項目における目標がどのように関係して

いるか 

P081-083 

P086 

取締役会 

役員報酬 

102-36 

 

報酬の決定プロセス 

a. 報酬の決定プロセス 

b. 報酬コンサルタントが報酬の決定に関与しているか否か、また報酬

コンサルタントが経営陣から独立して 

いるか否か 

c. 報酬コンサルタントと組織との間に存在するその他の関係 

P086 役員報酬 

102-37 報酬に関するステークホルダーの関与 

a. 報酬に関するステークホルダーの意見をどのように求め、また考慮

しているか 

b. 考慮している場合、報酬方針や提案への投票結果 

P086 役員報酬 

102-38 年間報酬総額の比率 

a. 組織の重要事業所があるそれぞれの国の最高給与所得者における年

間報酬総額の、同じ国の全従業員における年間報酬額の中央値（最

高給与所得者を除く）に対する比率 

※比率は、5.3:1（ NTT グループの重要拠点である日本の取締

役一人当たりの報酬と社員一人当たりの報酬比率） 

102-39 年間報酬総額比率の増加率 

a. 組織の重要事業所があるそれぞれの国の最高給与所得者における年

間報酬総額の増加率の、同じ国の全従業員における年間報酬総額の

中央値（最高給与所得者を除く）の増加率に対する比率 

― 
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情報開示 内容 掲載ページ 

ステークホルダー・エンゲージメント 

102-40 ステークホルダー・グループのリスト 

a. 組織がエンゲージメントしたステークホルダー・グループのリスト 

P014-015 ステークホルダーの特定 

102-41 

 

団体交渉協定 

a. 団体交渉協定の対象となる全従業員の割合 

P071 良好な労使関係 

102-42 ステークホルダーの特定および選定 

a. 組織がエンゲージメントを行うステークホルダーを特定および選定

する基準 

P012-015 ステークホルダー・エンゲージメント 

102-43 ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ方法 

a. 組織のステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ方法。

種類別、ステークホルダー・グループ別のエンゲージメントの頻度

を含む。また、特に報告書作成プロセスの一環として行ったエンゲ

ージメントか否かを示す 

P012-015 ステークホルダー・エンゲージメント 

102-44 提起された重要な項目および懸念 

a. ステークホルダー・エンゲージメントにより提起された重要な項目

および懸念。次の事項を含む 

i. 組織が重要な項目および懸念にどう対応したか（報告を行って

対応したものを含む） 

ii.  重要な項目および懸念を提起したステークホルダー・グループ 

P012-015 ステークホルダー・エンゲージメント 

報告実務 

102-45 連結財務諸表の対象になっている事業体 

a. 組織の連結財務諸表または同等文書の対象になっているすべての事

業体のリスト 

b. 組織の連結財務諸表または同等文書の対象になっている事業体のい

ずれかが報告書の記載から外れているか否か 

P004 基本情報 

（参照）NTT グループ 各社へのご案内 

https://www.ntt.co.jp/gnavi/index.html 

102-46 報告書の内容および項目の該当範囲の確定 

a. 報告書の内容および項目の該当範囲を確定するためのプロセスの説

明 

b. 組織が報告書の内容を確定する際、報告原則をどのように適用した

かについての説明 

P007-009 NTT グループの重要課題 

102-47 マテリアルな項目のリスト 

a. 報告書の内容を確定するプロセスで特定したマテリアルな項目のリ

スト 

P007-009 NTT グループの重要課題 

102-48 情報の再記述 

a. 過去の報告書で提供した情報を修正再記述する場合、再記述の影響

および理由 

該当なし 

102-49 報告における変更 

a. マテリアルな項目および項目の該当範囲について、過去の報告期間

からの重大な変更 

該当なし 

102-50 報告期間 

a. 提供情報の報告期間 

P002 対象期間 

102-51 前回発行した報告書の日付 

a. 前回発行した報告書の日付（該当する場合） 

P002 対象期間 

102-52 報告サイクル 

a. 報告サイクル 

P002 対象期間 

102-53 報告書に関する質問の窓口 

a. 報告書またはその内容に関する質問の窓口 

P001 お問い合わせ 

102-54 GRI スタンダードに準拠した報告であることの主張 

a. 組織が GRI スタンダードに準拠し、次のいずれかの選択肢を選んで

報告書を作成したことを表す主張 

i. 「この報告書は、GRI スタンダードの中核（Core）オプションに

準拠して作成されている。」 

ii. 「この報告書は、GRI スタンダードの包括（Comprehensive）オ

プションに準拠して作成されている。」 

―  

102-55 GRI 内容索引 

a. GRI の内容索引（使用した各スタンダードを明記し、報告書に記載し

たすべての開示事項を一覧表示する） 

b. 内容索引には、各開示事項について次の情報を含める 

i. 開示事項の番号（GRI スタンダードに従って開示した項目につい

て） 

ii. 報告書またはその他の公開資料の中で、該当の情報が記載され

ているページ番号または URL 

iii. 要求される開示事項の省略が認められていて、開示できない場

合の省略の理由（該当する場合） 

GRI スタンダード対照表（本ページ参照） 
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情報開示 内容 掲載ページ 

102-56 外部保証 

a. 報告書の外部保証に関する組織の方針および現在の実務慣行の説明 

b. 報告書が外部保証を受けている場合、 

i. 外部保証報告書、表明、意見に言及する。外部保証によって保

証されている事項、保証されていない事項、その根拠（サステ

ナビリティ報告書に添付する保証報告書に記載がない場合）。

これには保証基準、保証レベル、保証プロセスに存在する制約

事項も含める 

ii. 組織と保証提供者の関係 

iii. 最高ガバナンス機関または役員が、組織のサステナビリティ報

告書の保証に関わっているか否か、どのように関わっているか 

P095 独立第三者の保証報告書 

マネジメント手法 

103-1 マテリアルな項目とその該当範囲の説明 

a. その項目がマテリアルである理由の説明 

b. マテリアルな項目の該当範囲。次の記述を含む 

i. どこでインパクトが生じるのか 

ii.  組織のインパクトへの関与。例えば、組織のインパクトへの関

与は直接的か間接的か、または組織のビジネス関係を通じてイ

ンパクトに関連したかどうか 

c. 該当範囲に関する具体的な制約事項 

 

P018 

P020 

P021 

P027-031 

P036 

P041 

P043 

P049 

P052 

P054 

P058 

P060-061 

P063-064 

P066 

P067 

P069 

P074 

ICT・データ利活用による社会への貢献 

お客さま満足の追求 

研究開発の強化・グローバル化 

地球環境に対する考え方 

社会が低炭素化している未来へ 

資源が循環している未来へ 

自然と共生している未来へ 

情報セキュリティの強化 

個人情報保護 

通信サービスの安定性と信頼性の確保 

ダイバーシティの推進 

人権の尊重 

バリューチェーン・マネジメントの強化 

従業員の安全 

健康経営の推進 

魅力ある職場の実現 

グループ一丸となった社会貢献活動の推進 

103-2 マネジメント手法とその要素 

報告組織は、各マテリアルな項目について、次の情報を報告しなければ

ならない。 

a. 組織がその項目をどのようにマネジメントしているかについての説

明 

b. マネジメント手法の目的に関する表明 

c. マネジメント手法に次の要素が含まれている場合、各要素について

の説明 

i. 方針 

ii. コミットメント 

iii. 目標およびターゲット 

iv. 責任 

v. 経営資源 

vi. 苦情処理メカニズム 

vii. 具体的な措置（プロセス、プロジェクト、プログラム、イニシ

アティブなど） 

P018 

P020 

P021 

P027-031 

P036 

P041 

P043 

P049 

P052 

P054 

P058 

P060-061 

P063-064 

P066 

P067 

P069 

P074 

ICT・データ利活用による社会への貢献 

お客さま満足の追求 

研究開発の強化・グローバル化 

地球環境に対する考え方 

社会が低炭素化している未来へ 

資源が循環している未来へ 

自然と共生している未来へ 

情報セキュリティの強化 

個人情報保護 

通信サービスの安定性と信頼性の確保 

ダイバーシティの推進 

人権の尊重 

バリューチェーン・マネジメントの強化 

従業員の安全 

健康経営の推進 

魅力ある職場の実現 

グループ一丸となった社会貢献活動の推進 

103-3 

 

マネジメント手法の評価 

a. 組織によるマネジメント手法の評価方法。次の事項を含む 

i. マネジメント手法の有効性を評価する仕組み 

ii. マネジメント手法の評価結果 

iii. マネジメント手法に関して行った調整 

―  
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項目別スタンダード 
情報開示 内容 掲載ページ 

200：経済 

マネジメント手法の開示事項 

201-1 創出、分配した直接的経済価値 P004 

P070、P077 

P074、P079 

基本情報 

人事・給与制度の整備 

グループ一丸となった社会貢献活動の推進 

201-2 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 P037-039 気候変動への取り組み 

201-3 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 （参照） 

有価証券報告書：「従業員給付」（p151～p158） 

http://www.ntt.co.jp/ir/library/yuho/pdf/34yuho.pdf 

201-4 政府から受けた資金援助 （参照） 

有価証券報告書：「大株主の状況」（p53） 

地域での存在感 

202-1 地域最低賃金に対する標準新人給与の比率（男女別） ―  

202-2 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 ―  

間接的な経済インパクト 

203-1 インフラ投資および支援サービス P018-019 

P020 

P021-024 

P054-055 

ICT・データ利活用による社会への貢献 

お客さま満足の追求 

研究開発の強化・グローバル化 

通信サービスの安定性と信頼性の確保 

203-2 著しい間接的な経済的インパクト P018-019 

P021-024 

P051 

ICT・データ利活用による社会への貢献 

研究開発の強化・グローバル化 

CSIRT の運営 

調達慣行 

204-1 地元サプライヤーへの支出の割合 ―  

腐敗防止 

205-1 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 P088 贈収賄防止 

205-2 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 P089 企業倫理憲章の浸透に向けた取り組み 

205-3 確定した腐敗事例と実施した措置 P089 企業倫理憲章の浸透に向けた取り組み 

反競争的行為 

206-1 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 P089 独占禁止法遵守 

300：環境 

原材料 

301-1 使用原材料の重量または体積 P035 

P042 

P046 

環境負荷の全体像 

紙の管理とリサイクル 

環境パフォーマンスデータ 

301-2 使用したリサイクル材料 P035 

P041-42 

P046 

環境負荷の全体像 

資源が循環している未来へ 

環境パフォーマンスデータ 

301-3 再生利用された製品と梱包材 P035 

P041-42 

P42 

環境負荷の全体像 

資源が循環している未来へ 

紙の管理とリサイクル 

エネルギー 

302-1 組織内のエネルギー消費量 P035 

P037 

P044 

環境負荷の全体像 

NTT グループの CO2排出量 

環境パフォーマンスデータ 

302-2 組織外のエネルギー消費量 P035 

P044-045 

環境負荷の全体像 

環境パフォーマンスデータ 

302-3 エネルギー原単位 ―  

302-4 エネルギー消費量の削減 P029-031 

P036-040 

環境目標 2030 

社会が低炭素化している未来へ 

302-5 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 P036-040 社会が低炭素化している未来へ 

水 

303-1 水源別の取水量 P035 

P042 

環境負荷の全体像 

水の管理 

303-2 取水によって著しい影響を受ける水源 P042 水の管理 

303-3 リサイクル・リユースした水 P042 水の管理 

生物多様性 

304-1 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もし

くはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業サイト 

P043 自然と共生している未来へ 

304-2 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト P043 自然と共生している未来へ 

304-3 生息地の保護・復元 P043 自然と共生している未来へ 

304-4 事業の影響を受ける地域に生息する IUCN レッドリストならびに国内保

全種リスト対象の生物種 

P043 自然と共生している未来へ 

大気への排出 

305-1 直接的な温室効果ガス（GHG）排出量（スコープ 1） P035 

P037 

P044-045 

環境負荷の全体像 

NTT グループの CO2排出量 

環境パフォーマンスデータ 

305-2 間接的な温室効果ガス（GHG）排出量（スコープ 2） P035 

P037 

P044-045 

環境負荷の全体像 

NTT グループの CO2排出量 

環境パフォーマンスデータ 
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305-3 その他の間接的な温室効果ガス（GHG）排出量（スコープ 3） P035 

P045 

環境負荷の全体像 

環境パフォーマンスデータ 

305-4 温室効果ガス（GHG）排出原単位 ―  

305-5 温室効果ガス（GHG）排出量の削減 P029-031 

P036-040 

環境目標 2030 

社会が低炭素化している未来へ 

305-6 オゾン層破壊物質（ODS）の排出量 ―  

305-7 窒素酸化物（NOx）、硫黄酸化物（SOx）、およびその他の重大な大気

排出物 

―  

排水および廃棄物 

306-1 排水の水質および排出先 P035 

P042 

P046 

環境負荷の全体像 

水の管理 

環境パフォーマンスデータ 

306-2 種類別および処分方法別の廃棄物 P029-031 

P035 

P044-45 

環境目標 2030 

環境負荷の全体像 

環境パフォーマンスデータ 

306-3 重大な漏出 P042 

P042 

有害廃棄物の取り扱い 

水の管理 

306-4 有害廃棄物の輸送 P042 有害廃棄物の取り扱い 

306-5 排水や表面流水によって影響を受ける水域 P042 水の管理 

環境コンプライアンス 

307-1 環境法規制の違反 P034 環境に関する法・規制などの遵守 

サプライヤーの環境面のアセスメント 

308-1 環境基準により選定した新規サプライヤー P034 

 

P063-065 

ICT 装置の省エネルギー化に向けて、業界横断

で取り組みを実施 

バリューチェーン・マネジメントの強化 

308-2 サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 P063-065 バリューチェーン・マネジメントの強化 

400：社会 

雇用 

401-1 従業員の新規雇用と離職 P077 人事・労務データ 

401-2 正社員には支給され、非正規社員には支給されない手当 P059 

P059 

P070 

P071 

定年退職者の継続雇用 

退職社員の働く意欲に応える再採用制度 

ワーク・ライフ・マネジメントの推進 

仕事と育児・介護との両立に向けた支援 

401-3 育児休暇 P071 仕事と育児・介護との両立に向けた支援 

労使関係 

402-1 事業上の変更に関する最低通知期間 P071 良好な労使関係 

労働安全衛生 

403-1 正式な労使合同安全衛生委員会への労働者代表の参加 ※正社員は 100％ 

403-2 傷害の種類、業務上傷害・業務上疾病・休業日数・欠勤および業務上

の死亡者数 

P078 社内制度利用者、労働時間等の状況 

403-3 疾病の発症率あるいはリスクが高い業務に従事している労働者 P066 従業員の安全 

403-4 労働組合との正式協定に含まれている安全衛生条項 P066 従業員の安全 

研修と教育 

404-1 従業員一人あたりの年間平均研修時間 P072 能力開発の支援 

404-2 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム P072-073 人材育成 

404-3 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の

割合 

P069 公正な評価・処遇 

ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ 

405-1 ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ P058-059 

P081-083 

P084 

ダイバーシティの推進 

取締役会 

監査役会 

405-2 基本給と報酬総額の男女比  

非差別 

406-1  差別事例と実施した救済措置 P062 人権違反事例の開示と是正措置 

結社の自由と団体行動 

407-1 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業

所およびサプライヤー 

P060-062 

P063-065 

P071 

人権の尊重 

バリューチェーン・マネジメントの強化 

良好な労使関係 

児童労働 

408-1 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー P060-062 

P063-065 

人権の尊重 

バリューチェーン・マネジメントの強化 

強制労働 

409-1 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー P060-062 

P063-065 

人権の尊重 

バリューチェーン・マネジメントの強化 

保安慣行 

410-1 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 ―  

先住民族の権利 

411-1 先住民族の権利を侵害した事例 P062 人権違反事例の開示と是正措置 

人権アセスメント 

412-1 人権レビューやインパクト評価の対象とした事業所 P060-062 人権の尊重 

412-2 人権方針や手順に関する従業員研修 P061-062 グループ一丸となった組織的な人権研修・啓発 
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412-3 人権条項を含むもしくは人権スクリーニングを受けた重要な投資協定

および契約 

P063-065 

P088-089 

バリューチェーン・マネジメントの強化 

贈収賄防止 

地域コミュニティ 

413-1 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プロ

グラムを実施した事業所 

P054-055 

P074-075 

通信サービスの安定性と信頼性の確保 

グループ一丸となった社会貢献活動の推進 

413-2 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト（顕在的、潜在的）

を及ぼす事業所 

該当なし 

サプライヤーの社会面のアセスメント 

414-1 社会的基準により選定した新規サプライヤー P063-065 

P088-089 

バリューチェーン・マネジメントの強化 

贈収賄防止 

414-2 サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措

置 

P063-065 

P088-089 

バリューチェーン・マネジメントの強化 

贈収賄防止 

公共政策 

415-1 政治献金 P088-089 贈収賄防止 

顧客の安全衛生 

416-1 製品およびサービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 NTT は「日本電信電話株式会社等に関する法律」（通称：NTT 法）

により自らが顧客にサービス提供することを禁じられているた

め、当社が製品・サービスの安全衛生の影響評価を行うことはあ

りません 

416-2 製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 該当なし 

マーケティングとラベリング 

417-1 製品およびサービスの情報とラベリングに関する要求事項 P055 通信サービスの安定性と信頼性の確保 

417-2 製品およびサービスの情報とラベリングに関する違反事例 該当なし 

417-3 マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 該当なし 

顧客プライバシー 

418-1 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した

不服申立 

―  

経済社会面のコンプライアンス 

419-1 社会経済分野の法規制違反 該当なし 
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